
運輸分科会 報告書

《項目一覧》

　１　航空機（ジェット機）の飛行に伴うCH4 の排出（施行令第２条第１項第二号ネ）

　２　自動車

２.１　自動車の走行に伴う CH4の排出係数（施行令第２条第１項第二号ム）

２.２　自動車の走行に伴う N2O の排出係数（施行令第２条第１項第三号ヤ）

　３　鉄道車両・ディーゼル機関

３.１　鉄道車両（ディーゼル機関車）の運行に伴うCH4の排出係数
（施行令第２条第１項第二号ラ）

３.２　鉄道車両（ディーゼル機関車）の運行に伴うN２O の排出係数

（施行令第２条第１項第三号ク）

　４　船舶

４.１　船舶の航行に伴うCH4の排出係数（施行令第２条第１項第二号ム）

４.２　船舶の航行に伴うN2O の排出係数（施行令第２条第１項第三号ヤ）
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１　航空機（ジェット機）の飛行に伴う排出（二号ネ（CH4））

（１）算定方法

　　①算定の対象

各算定基礎期間においてジェット燃料油を使用する国内線の航空機の飛行に伴って

排出されるメタン（CH4）の量。

　　②算定方法

国内線の航空機の飛行に伴い消費されたジェット燃料油の量に、排出係数を乗じて算

定する。

　　③算定方法の課題

航空機における使用燃料には、ジェット燃料に加えて小型機、ヘリコプター等で使用

する航空ガソリンがある。施行令では算定の対象としていないが、将来的に算定の対象

とするかどうかについて検討する必要がある。ちなみに、航空ガソリンの消費量は8,897

ｷﾛﾘｯﾄﾙ（平成9年度実績）である（ジェット燃料消費量（409万ｷﾛﾘｯﾄﾙ、平成 9年度実

績）の0.2％）。

ＩＰＣＣグッドプラクティス報告書に示されたdecision tree では、ジェット機につ

いてはＬＴＯサイクル部分と巡航部分に区分して算定する方法（Tier 2a）を用いるこ

とが望ましいとしている。日本においても、既存の統計データより離発着回数を把握す

ることが可能であり、国内線におけるＬＴＯサイクルである航行回数（離発着回数）は、

約 57万回（平成9年度実績）である。

（２）排出係数

　　①定義

国内線の航空機におけるジェット燃料油１キロリットル当たりの使用に伴って排出

されるｋｇで表したメタン（CH4）の量。

　　②設定方法

ＩＰＣＣグッドプラクティス報告書案では、国内で航空機からの排出ガスについての

詳細な研究が行われていない場合には、排出係数は世界共通とすべきとされていること
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から、９６年ＩＰＣＣガイドラインのデフォルト値を採用する。

　　③平成 11年度の排出係数

平成11年度のメタンの排出係数は、0.069ｋｇ/キロリットル（ジェット燃料）

※９６年ＩＰＣＣガイドラインのデフォルト値　0.002ｇ/ＭＪ

　上記を下式により換算する（参考）

　0.002ｇ/ＭＪ×0.0041868ＭＪ/kcal×低位発熱量(8,700kcal/ﾘｯﾄﾙ×0.95)

　　④平成２～10 年度（1990～98年度）の排出係数

平成２～10 年度（1990～98年度）の排出係数は、平成11年度の数値と同じとする。

　　⑤出典

９６年ＩＰＣＣガイドライン

表 1-1　９６年ＩＰＣＣガイドライン
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　　⑥排出係数の課題

特になし。

　　⑦今後の調査方針

航空機の排出係数は、ＩＰＣＣグッドプラクティス報告書案にも示されているとおり、

排出係数は世界共通とすべきである。このため、将来、９６年ＩＰＣＣガイドライン等

が改訂され数値が変更された場合には、設定した係数を見直す必要がある。

（３）航空機（ジェット機）の活動量

　　①定義

各算定基礎期間における国内線の航空機のジェット燃料消費量

　　②活動量の把握方法

　　　１）国及び地方公共団体の「実行計画」における活動量の把握方法

国及び地方公共団体においてジェット燃料油を燃料とした航空機を有している場合

は、燃料消費量を把握する必要がある。

　　　２）わが国における温室効果ガスの総排出量の算出における活動量の把握方法

　　　　ア）出典

資料名 平成10年　航空輸送統計年報

発行日 平成11年 11 月 25日

記載されている最新

のデータ
平成10年度のデータ

対象データ
「第８表　航空運送事業・航空機使用事業月別、油種別、燃料

消費量」

　　　　イ）設定方法

そのまま利用。

　　③活動量の課題

将来的には離発着時と航行時とを区分して算定することが望ましいが、この場合、離

発着回数（ＬＴＯサイクル）は、(社)全日本航空事業連合会の「航空輸送統計年報」に

より把握されている。国内線における離発着回数は、約57 万回（平成9 年度実績）で

ある。
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２.１　自動車の走行に伴う排出（二号ナ(CH4)）

２.１.１　ガソリン・ＬＰＧ/乗用車

（１）算定方法

　　①算定の対象

各算定基礎期間においてガソリン又は液化石油ガス（ＬＰＧ）を燃料とする普通自動

車又は小型自動車のうち、人の運送の用に供するもので乗車定員10人以下の車両（乗

用車）の走行に伴って排出されるメタン（CH4）の量。

　　②算定方法

　ガソリン又は液化石油ガスの乗用車の走行量に、排出係数を乗じて算定する。

　　③算定方法の課題

　特になし。

（２）排出係数

　　①定義

ガソリン・ＬＰＧ/乗用車１台当たりの１km走行に伴って排出されるｋｇで表したメ

タン（CH4）の量。

　　②設定方法

ガソリン/乗用車からのメタンの排出に関しては、国内で計測データが蓄積されてお

り、わが国独自の排出係数を設定することが可能である。

ＬＰＧ/乗用車に関しては、計測データが得られていないため、ガソリン/乗用車の排

出係数を適用する。

排出係数の設定は、図2-1-1 に従って行う。
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図 2-1- 1　排出係数設定の流れ
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　　　ア）走行速度区分別排出係数の推計

まず、入手した計測データをもとに、以下の推計式を用いて回帰分析を行い、得られ

た回帰式から走行速度区分別（代表速度が、4、7.5、12.5、20、32.5、50、70km/h）排

出係数を算定する。

推計式　　　EF ＝ ａ÷Ｖ ＋定数

　　　　　　　EF：排出ガス量（g/km）

　　　　　　　Ｖ：平均車速（km/h）

　　　　　　　ａ：係数

入手した計測データについて先の推計式を用いて回帰分析を行った結果が、図 2-1-2

である。走行速度区分別に代表速度を設定し、回帰式での代表速度の値を走行速度区分

別排出係数（表2-1-1 参照）とする。

図 2-1- 2　走行速度区分別の排出状況
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表 2-1- 1　走行速度区分別排出係数
（単位：mgCH4/km）

走行速度区分 3～5km/h 5～10km/h 10～15km/h 15～25km/h 25～40km/h 40～60km/h 60km/h～
代表速度 4km/h 7.5km/h 12.5km/h 20km/h 32.5km/h 50km/h 70km/h

排出原単位 90.824 48.197 28.711 17.749 10.723 6.788 4.700

　　　イ）排出係数の設定

次に、走行速度区分別排出係数を、道路交通センサスから得られる走行速度区分別の

走行割合（表2-1-2 参照）で加重平均し、それを設定する排出係数とする。

表 2-1- 2　走行速度区分別の走行割合

乗用 走行速度区分 3～5km/h 5～10km/h 10～15km/h 15～25km/h 25～40km/h 40～60km/h 60km/h～

代表速度 4km/h 7.5km/h 12.5km/h 20km/h 32.5km/h 50km/h 70km/h

走行速度区分別の走行割合 0.02% 0.19% 0.87% 36.87% 25.11% 26.28% 10.66%

　　③排出係数

平成11年度のガソリン・ＬＰＧ/乗用車からのメタンの排出係数は、0.012×10-3kg/km

とする。

ここで得られた排出係数は、昭和53 年排ガス規制車両を対象とした排出係数である。

平成12年度以降の排出係数は、先の走行速度区分別排出係数を各年の走行速度区分別

走行割合で加重平均して設定する。

表 2-1- 3　排出係数および走行速度区分別の走行割合

乗用車 走行速度区分 3～5km/h 5～10km/h 10～15km/h 15～25km/h 25～40km/h 40～60km/h 60km/h～

代表速度 4km/h 7.5km/h 12.5km/h 20km/h 32.5km/h 50km/h 70km/h

速度区分別排出係数（ｇ/km） 0.0908 0.0482 0.0287 0.0177 0.0107 0.0068 0.0047

走行速度区分別の走行割合 0.02% 0.19% 0.87% 36.87% 25.11% 26.28% 10.66%

排出係数（ｇ/km） 0.012

　　④平成２～10 年度（1990～98年度）の排出係数

平成2～10年度の排出係数は、平成11年度の排出係数の算定に用いた走行速度区分

別排出係数に道路交通センサスより得られる走行速度区分別の走行割合を加味して設

定する。平成2～10 年度の排出係数は、下表とする。

表 2-1- 4　平成 2～10年度の排出係数

平成2
年度 3 4 5 6 7 8 9 10

乗用車の排出係数（ｇ/km） 0.012 0.012 0.012 0.012 0.011 0.011 0.011 0.012 0.012
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　　⑤出典

・走行速度区分別の走行割合について

資料名
平成９年度　道路交通センサス（全国道路交通情勢調査）

一般交通量調査　基本集計表

発行日 平成 10 年 12 月（３年おきに刊行予定）

記載されている最

新のデータ
平成９年度のデータ

対象データ
「表 3-5　道路種別別沿道状況別舗装未舗装別混雑時旅行

速度別延長表」（19～22 ページ）

　　⑥排出係数の課題

　　　（データ）

今回入手したデータは、昭和53年排ガス規制対象の車両である。新たに排ガス規制

が実施された場合には、規制対象車両を用いた計測を行い、排出状況の変化を把握する

ことが望ましい。

天然ガスを燃料とする乗用車については計測データがないため、考慮していない。将

来、天然ガスを燃料とする乗用車が無視できないほど増加した場合には、データの特性

を踏まえ改めて排出係数を設定する必要がある。

　　　（毎年度の係数設定）

排出係数の設定にあたっては、毎年度の係数更新が簡易に行えることを念頭に置くこ

とが望まれる。

　　　（計測方法）

自動車からのメタン及び一酸化二窒素の排出量は1mgに満たないケースもあるなど

微量であり、機械的・技術的限界を抱える。このため、収集、分析についても精度保証

が可能なように､測定マニュアルの策定が望まれる。

　　　（走行試験モード）

現在の日本の走行モードである10・15モードは、触媒が完全に立ち上がった暖機条

件（ホットスタート）で試験を行い、冷始動段階での排出分が把握されない状況にある。

一方、欧米の走行モードは冷始動段階（コールドスタート）から試験を行うため、触媒

温度の低い領域を含んでいる。計測データの利用にあたっては、計測方法が日本と欧米

とは異なる条件であることに留意する必要がある。

将来、法定モードが改定される場合には、改定に合わせて冷始動段階での排出分の把

握方法について検討することが望ましい。
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　　　（走行速度区分別走行割合）

走行速度区分別排出係数を加重平均するときに用いる走行速度区分別走行割合は、自

動車輸送統計年報と道路交通センサスを用いて推計している。これら２つの資料では、

国道などの主要道路を除いた細街路の走行量及び走行速度に関する情報は把握されて

いないことから、道路交通センサスより求めた走行キロ数と自動車輸送統計年報での走

行キロ数との差分を細街路での走行キロ数とみなし、そこでの走行割合を走行速度区分

の 15～25km/hに組み入れている。今後、細街路での走行状況についてさらに詳細に把

握することが望まれる。

　　　（HC の排出量との関係）

これまでのインベントリでHCの排出係数の40％の数値をメタンの排出係数として採

用してくるなどメタンの排出量とHC の排出量とは高い相関にあると考えられ、HCの各

年の排出係数を用いて、メタンの排出係数を推定する手法が考えられる。しかしながら、

現状では排ガス規制対象物質であるHCの排出係数が各年度で得られないため、この方

法を採用することは困難である。

今後、排ガス規制対象物質であるHC の排出係数が各年度で定められる場合、メタン

の排出係数の設定にあたっては、HCとの相関状況を踏まえ、HCの排出係数をベースに

設定するか、実測データをもとに排出係数を設定するか、いずれの方法を採用するか検

討する必要がある。なお、HCの排出係数をベースとする場合には、HCは燃料からの蒸

発ガスとして排出するものもあると考えられるため、この燃料段階での蒸発ガス分とメ

タンの排出分との関係を把握することが必要と考えられる。

　　　（燃費との関係）

ＩＰＣＣグッドプラクティス報告書では、燃費をもとに排出係数を算定する手法が提

案されている。そこで、今回入手した計測データでの排出量と燃費との関係をみると、

排出量と燃費とは負の相関関係にあるとみられる。（図2-1-4 参照）　排出係数の設定

にあたっては燃費からみた検討も必要とされる。

ガソリン/乗用車で得られたデータでの燃費との関係、および、平成11年度における

平均燃費8.3km/リットルを用いて排出係数を推計すると0.018ｇ/kmとなる。
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図 2-1- 3　燃費と排出量との関係
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　　　（排出係数の妥当性検討）

排出係数の設定方法としては、1)走行速度区分別排出係数に基づく方法、2)メタンの

排出量のHCの排出量に対する割合より推計する方法、3)燃費をもとに推計する方法、4）

９６年ＩＰＣＣガイドラインのデフォルト値がある。排出係数の設定にあたっては、計

測データの状況を踏まえ、これらの方法による推計結果を参考に設定する排出係数の妥

当性を検討する必要がある。

これらの方法により求めた排出係数（図2-1-5 参照）をみると、走行速度区分別排出

係数から求めた数値は、HCの排出係数の15%値と同レベルにある。また、走行速度区分

別排出係数から求めた数値は、他の方法に比べて低い水準にある。排出係数の決定にあ

たっては、HCの排出係数との相関に留意するとともに、他の方法との相違の要因を明

らかにする必要がある。

図 2-1- 4　排出係数の比較
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　　　　　　　　注）HC の排出係数は平成 6年度までのみ得られている
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　　⑦今後の調査方針

排出係数の課題を踏まえ、必要に応じて排出係数の設定方法の見直しを検討する。

（３）活動量

　　①定義

各算定基礎期間におけるガソリン・ＬＰＧ/乗用車１台当たりの年間走行量。

　　②活動量の把握方法

　　　１）国及び地方公共団体の「実行計画」における活動量の把握方法

国及び地方公共団体では、ガソリン・ＬＰＧ/乗用車を保有しているため、その年間

の走行量を把握する必要がある。

　　　２）わが国における温室効果ガスの総排出量の算出における活動量の把握方法

　　　　ア.出典

資料名 自動車輸送統計年報　平成 10 年度分

発行日 平成 11 年９月９日

記載されている最

新のデータ
平成 10 年度のデータ

対象データ

「2-1　貨物輸送量及び原単位」（22～23 ページ）

「3-1　旅客輸送量及び原単位」（32～33 ページ）

「4-1　燃料消費量等総括表」（40～41 ページ）

　　　　イ.設定方法

燃費および燃料消費量をもとに、走行量をガソリン車、ＬＰＧ車、ディーゼル車等に

按分して走行量を推計する。

　　③活動量の課題

特になし。
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２.１.２　ガソリン/バス

（１）算定方法

　　①算定の対象

各算定基礎期間においてガソリンを燃料とする普通自動車又は小型自動車のうち、人

の運送の用に供するもので乗車定員11人以上の車両（バス）の走行に伴って排出され

るメタン（CH4）の量。

　　②算定方法

ガソリンのバスの走行量に、排出係数を乗じて算定する。

　　③算定方法の課題

特になし。

（２）排出係数

　　①定義

ガソリン/バス１台当たりの１km走行に伴って排出されるｋｇで表したメタン（CH4）

の量。

　　②設定方法

ガソリン/バスの国内での計測データは少ないとともに、類似の車種である普通貨物

車での計測データも少なく、わが国独自の排出状況を設定することは困難である。また、

HCとの排出状況の関係が把握できるデータも得られておらず、HC の排出係数を用いた

推計も困難である。そこで、排出係数は、９６年ＩＰＣＣガイドラインのデフォルト値

を適用する。

　　③排出係数

平成11年度のガソリン/バスからのメタンの排出係数は、0.035×10-3kg/km とする。

　　④平成２～10 年度（1990～98年度）の排出係数

平成2～10年度の排出係数は、平成11年度の排出係数と同じとする。
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表 2-1- 5　９６年ＩＰＣＣガイドライン
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　　⑤出典

　９６年ＩＰＣＣガイドライン

　　⑥排出係数の課題

　　　（データ）

ガソリン/バスでの計測を新たに行う必要性について、および、類似の車種であるガ

ソリン/小型貨物車、普通貨物車及び特種用途車での計測を増やす必要性について検討

する必要がある。

　　　（国内の実測）

国内では該当車種に関しての実測が少ないため、排出係数は９６年ＩＰＣＣガイドラ

インのデフォルト値を採用している。これらは、海外で計測された結果を用いて設定さ

れて数値である。日本国内と海外では車両の仕様や使用実態が異なる状況にあり､より

実態を反映させるために該当車種での実測を増やす必要性について検討する必要があ

る。

　　　（毎年度の係数設定）

　「2.1.1　ガソリン・ＬＰＧ/乗用車と同じため省略」

　　　（計測方法）

　「2.1.1　ガソリン・ＬＰＧ/乗用車と同じため省略」

　　　（走行試験モード）

　「2.1.1　ガソリン・ＬＰＧ/乗用車と同じため省略」

　　　（走行速度区分別排出係数）

ガソリン/バスの保有状況をみると、車両総重量 2.5ｔ超の重量車が主であり、この

区分に関しては、ガソリン/普通貨物車１車両で計測した 21データが得られている。こ

のデータからは、走行速度区分別の排出係数の推計が可能であるため、下記の流れに従

って走行速度区分別排出係数を推計すると、0.17ｇ/kmとなり、９６年ＩＰＣＣガイド

ラインのデフォルト値と比較すると、高い水準にある。

排出係数の設定にあたってはこの数値を採用することも考えられるが、計測したデー

タが限られること、グッドプラクティス報告書をもとに推計した数値との相違が大きい
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こと、他車種の排出係数の設定方法とも整合性を取ることも望まれることから、等から、

これらを踏まえ走行速度区分別排出係数を用いた排出係数は採用しないこととした。

─────────────────────────────────────

なお、推計の流れは以下の通りであり、この推計の流れは、ディーゼル車からのメタ

ンの排出係数の設定にあたって用いた手法と同様である。

図 2-1- 5　推計の流れ

ア）

等価慣性重量当たりの排出係数に
走行時の車両重量を乗じる

イ）

速度区分別に推計した排出係数を
走行速度区分別の走行割合により
加重平均する

ウ）

排出係数
走行速度区分別の

排出係数の設定

走行速度区分別の

（単位：ｇ/km）

走行速度区分別の
排出係数

（単位：ｇ/ｔ/km）

走行時の平均車重

（単位：ｇ/km）

等価慣性重量あたりの

乗車率を加味した

（単位：ｔ/台）

走行割合

平成９年度道路交通
センサスを用いた

　　　ア）等価慣性重量あたりの走行速度区分別排出係数の推計

まず、入手した計測データをもとに、以下の推計式を用いて回帰分析を行い、得られ

た回帰式から等価慣性重量あたりの走行速度区分別（代表速度が、4、7.5、12.5、20、

32.5、50、70km/h）排出係数を算定する。

推計式　　　EF ＝ ａ÷Ｖ ＋定数

　　　　　　　EF：排出ガス量（g/t/km）

　　　　　　　Ｖ：平均車速（km/h）

　　　　　　　ａ：係数

入手した計測データについて先の推計式を用いて回帰分析を行った結果が、図 2-1-7

である。走行速度区分別に代表速度を設定し、回帰式での代表速度の値を等価慣性重量

あたりの走行速度区分別排出係数（表2-1-6参照）とする。
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図 2-1- 6　走行速度区分別の排出状況

1995年排ガス規制対応
（単位：mgCH4/t/km） Ｇ:重量貨物

推計式 ＥＦ＝ 392.625 ／Ｖ＋ 26.48179

N ＝ 21 Ｖ:平均車速
ｒ2＝ 0.965

（ｒ＝ 0.982）

0.0
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80.0

100.0

120.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80

走行モードの平均車速（km/ｈ）

計測値

推計式

表 2-1- 6　行速度区分別排出係数

（単位：mgCH4/t/km）
走行速度区分 3～5km/h 5～10km/h 10～15km/h 15～25km/h 25～40km/h 40～60km/h 60km/h～

代表速度 4km/h 7.5km/h 12.5km/h 20km/h 32.5km/h 50km/h 70km/h

排出原単位 124.638 78.832 57.892 46.113 38.563 34.334 32.091

　　　イ）走行速度区分別排出係数の推計

次に、実際の乗車状況を加味した走行時の平均車重を設定し、等価慣性重量当たりの

排出係数に乗じて、走行速度区分別排出係数とする。平成11年度における重量区分の

バスの走行時の平均車重は、4.74ｔ/台である。

なお、走行時の平均車重は、下式より推計した。

走行時重量 ＝ 車両総重量 － 乗車定員×(１－乗車率)×55kg/人

　　　ウ）排出係数の推計

そして、走行速度区分別排出係数を、道路交通センサスから得られる走行速度区分別

の走行割合（表2-1-7 参照）で加重平均する。

上記の結果、平成 11年度における推計結果は、0.17ｇ/kmとなる。平成 2～10年度

に関しては、平成２～９年度は 0.18ｇ/km、平成10 年度は、0.17ｇ/km となる。
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表 2-1- 7　走行速度区分別排出係数

バス 走行速度区分 3～5 5～10 10～15 15～25 25～40 40～60 60km/h～

代表速度 4km/h 7.5km/h 12.5km/h 20km/h 32.5km/h 50km/h 70km/h

0.125 0.079 0.058 0.046 0.039 0.034 0.032

走行時の平均車重（ｔ/台） 4.74

走行速度区分別排出係数(ｇ/km) 0.591 0.374 0.274 0.219 0.183 0.163 0.152

走行速度区分別の走行割合 0.03% 0.25% 1.18% 9.80% 33.16% 34.79% 20.79%

排出係数（ｇ/km） 0.17

等価慣性重量当たりの
速度区分別排出係数(ｇ/t/km)

　　　（走行速度区分別走行割合）

　「2.1.1　ガソリン・ＬＰＧ/乗用車と同じため省略」

　　　（HC の排出量との関係）

メタンの排出量と HC の排出量とは高い相関にあると考えられる。メタンの排出係数

の設定にあたっては、HC との相関状況も踏まえ設定する必要がある。

また、燃料蒸発ガスとしての排出に関する知見が充分に得られておらず、加味されて

いない。

　　　（燃費との関係）

ＩＰＣＣグッドプラクティス報告書では、燃費をもとに排出係数を算定する手法が提

案されている。そこで、今回入手した計測データでの排出量と燃費との関係をみると、

排出量と燃費とは負の相関関係にあるとみられる。（図2-1-8 参照）　排出係数の設定

にあたっては燃費からみた検討も必要とされる。

ガソリン/普通貨物車の重量車で得られたデータでの燃費との関係、平成11 年度にお

ける平均燃費5.2km/リットル、および、走行時の平均車重4.74ｔ/台を用いて排出係数

を推計すると0.34ｇ/kmとなる。

図 2-1- 7　燃費と排出量との関係
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200

250

0 2 4 6 8 10 12 14

燃費（km/リットル）

排出量

Ｇ:重量貨物

1995年排ガス規制対応
（単位：mgCH4/t/km）

Ｙ ＝ 394.93 ÷Ｘ -3.33

r2 ＝ 0.98

（ｒ ＝ 0.99）
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　　　（排出係数の妥当性検討）

排出係数の設定方法としては、1)走行速度区分別排出係数に基づく方法、2)メタンの

排出量のHCの排出量に対する割合より推計する方法、3)燃費をもとに推計する方法、

4)９６年ＩＰＣＣガイドラインのデフォルト値がある。排出係数の設定にあたっては、

計測データの状況を踏まえ、これらの方法による推計結果を参考に設定する排出係数の

妥当性を検討する必要がある。

これらの方法により求めた排出係数（図2-1-9 参照）をみると、排出係数として採用

した９６年ＩＰＣＣガイドラインのデフォルト値は、最も低い水準にある。

図 2-1- 8　排出係数の比較

0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.17 0.17

0.34
0.32 0.32 0.34

0.36
0.34

0.36
0.35 0.34 0.34

0.65 0.64
0.62

0.60 0.59

0.035
0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

平成2
年度

3 4 5 6 7 8 9 10 11

速度区分別排
出係数から求
めた場合
燃費ベースで
求めた場合

これまでの
インベントリ
(HCの40%値)
96年IPCCｶﾞｲﾄﾞ
ﾗｲﾝのﾃﾞﾌｫﾙﾄ値

ガソリン/バス(単位：ｇCH4/km)

　　　　　　注）HC の排出係数は平成 6年度までのみ得られている

　　⑦今後の調査方針

排出係数の課題を踏まえ、必要に応じて設定方法の見直しを検討する。
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（３）活動量

　　①定義

各算定基礎期間におけるガソリン/バス１台当たりの年間走行量。

　　②活動量の把握方法

　　　１）国及び地方公共団体の「実行計画」における活動量の把握方法

国及び地方公共団体では、ガソリン/バスを保有しているため、その年間の走行量を

把握する必要がある。

　　　２）わが国における温室効果ガスの総排出量の算出における活動量の把握方法

　　　ア.出典

資料名 自動車輸送統計年報　平成 10 年度分

発行日 平成 11 年９月９日

記載されている最

新のデータ
平成 10 年度のデータ

対象データ

「2-1　貨物輸送量及び原単位」（22～23 ページ）

「3-1　旅客輸送量及び原単位」（32～33 ページ）

「4-1　燃料消費量等総括表」（40～41 ページ）

　　　イ.設定方法

燃費および燃料消費量をもとに、ガソリン/ディーゼル別の走行量を推計する。

　　③活動量の課題

特になし。
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２.１.３　ガソリン/軽自動車

（１）算定方法

　　①算定の対象

各算定基礎期間においてガソリンを燃料とする軽自動車のうち、人の運送の用に供す

る車両（軽自動車）の走行に伴って排出されるメタン（CH4）の量。

　　②算定方法

ガソリンの軽乗用車の走行量に、排出係数を乗じて算定する。

　　③算定方法の課題

特になし。

（２）排出係数

　　①定義

軽自動車１台当たりの１km走行に伴って排出されるｋｇで表したメタン（CH4）の量。

　　②設定方法

軽自動車からのメタンの排出に関しては、国内での計測データはあるが、数が少なく

走行速度区分別排出係数を設定することが困難である。

そこで排出係数は、車種の特徴を考慮し、ガソリン/乗用車の計測データを利用して

図 2-1-10 に従って行う。

図 2-1- 9　排出係数設定の流れ

ア）

速度区分別に推計した排出係数を
走行速度区分別の走行割合により
加重平均する

イ）

（単位：ｇ/km）

走行割合

平成９年度道路交通
センサスを用いた

走行速度区分別の

排出係数の設定

走行速度区分別の

（単位：ｇ/km）
排出係数
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　　　ア）走行速度区分別排出係数の推計

軽自動車での計測データの数が少ないため、車種の特徴を考慮し、ガソリン/乗用車

の走行速度区分別排出係数を利用する。

　　　イ）排出係数の設定

ガソリン・ＬＰＧ/乗用車の走行速度区分別排出係数を、道路交通センサスに基づく

走行速度区分別の走行割合（表2-1-8参照）により加重平均し、排出係数とする。

表 2-1- 8　走行速度区分別の走行割合

軽乗用 走行速度区分 3～5km/h 5～10km/h 10～15km/h 15～25km/h 25～40km/h 40～60km/h 60km/h～

代表速度 4km/h 7.5km/h 12.5km/h 20km/h 32.5km/h 50km/h 70km/h

走行速度区分別の走行割合 0.03% 0.28% 1.29% 20.34% 36.01% 37.48% 4.57%

　　③排出係数

平成11年度のガソリン/軽乗用車からのメタンの排出係数は、0.011×10-3kg/km とす

る。

平成12年度以降の排出係数は、先の走行速度区分別排出係数を各年の走行速度区分

別走行割合で加重平均して設定する。

表 2-1- 9　排出係数および走行速度区分別の走行割合

軽乗用車 走行速度区分 3～5km/h 5～10km/h 10～15km/h 15～25km/h 25～40km/h 40～60km/h 60km/h～

代表速度 4km/h 7.5km/h 12.5km/h 20km/h 32.5km/h 50km/h 70km/h

速度区分別排出係数（ｇ/km） 0.0908 0.0482 0.0287 0.0177 0.0107 0.0068 0.0047

走行速度区分別の走行割合 0.03% 0.28% 1.29% 20.34% 36.01% 37.48% 4.57%

排出係数（ｇ/km） 0.011

　　④平成２～10 年度（1990～98年度）の排出係数

平成2～10年度の排出係数は、平成11年度の排出係数の算定に用いた走行速度区分

別排出係数に道路交通センサスより得られる走行速度区分別の走行割合を加味して設

定する。平成2～10 年度の排出係数は、下表とする。

表 2-1- 10　平成2～10年度の排出係数

平成2
年度 3 4 5 6 7 8 9 10

軽乗用車の排出係数（ｇ/km） 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.011 0.011
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　　⑤出典

・走行速度区分別の走行割合について

資料名
平成９年度　道路交通センサス（全国道路交通情勢調査）

一般交通量調査　基本集計表

発行日 平成 10 年 12 月（３年おきに刊行予定）

記載されている最

新のデータ
平成９年度のデータ

対象データ
「表 3-5　道路種別別沿道状況別舗装未舗装別混雑時旅行

速度別延長表」（19～22 ページ）

　　⑥排出係数の課題

　　　（データ）

ガソリン/軽自動車での計測データを増やす必要性について検討する必要がある。

　　　（毎年度の係数設定）

　「2.1.1　ガソリン・ＬＰＧ/乗用車と同じため省略」

　　　（計測方法）

　「2.1.1　ガソリン・ＬＰＧ/乗用車と同じため省略」

　　　（走行試験モード）

　「2.1.1　ガソリン・ＬＰＧ/乗用車と同じため省略」

　　　（走行速度区分別走行割合）

　「2.1.1　ガソリン・ＬＰＧ/乗用車と同じため省略」

　　　（HC の排出量との関係）

メタンの排出量と HCの排出量とは高い相関にあると考えられる。メタンの排出係数

の設定にあたっては、HC との相関状況も踏まえ設定する必要がある。今回入手した計

測結果のうちHC とメタンの排出状況が把握できるデータは少なく、HC の排出量に対す

るメタンの排出量の割合を推計することは困難な状況にある。

また、燃料蒸発ガスとしての排出に関する知見が充分に得られておらず、加味されて

いない。
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　　　（燃費との関係）

ＩＰＣＣグッドプラクティス報告書では、燃費をもとに排出係数を算定する手法が提

案されている。排出係数の設定にあたっては燃費からみた検討も必要とされる。

ガソリン/乗用車で得られたデータでの燃費との関係、および、平成11年度における

平均燃費11.1km/リットルを用いて排出係数を推計すると0.0092ｇ/km となる。

　　　（排出係数の妥当性検討）

排出係数の設定方法としては、1)走行速度区分別排出係数に基づく方法、2)メタンの

排出量のHCの排出量に対する割合より推計する方法、3)燃費をもとに推計する方法、

4)９６年ＩＰＣＣガイドラインのデフォルト値がある。排出係数の設定にあたっては、

計測データの状況を踏まえ、これらの方法による推計結果を参考に設定する排出係数の

妥当性を検討する必要がある。

これらの方法により求めた排出係数（図2-1-11参照）をみると、排出係数として採

用した９６年ＩＰＣＣガイドラインのデフォルト値は最も高い水準である。

図 2-1- 10　排出係数の比較
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　　　　　　　　注）HC の排出係数は平成 6年度までのみ得られている

　　⑦今後の調査方針

　排出係数の課題を踏まえ、必要に応じて排出係数の設定方法の見直しを検討する。
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（３）活動量

　　①定義

各算定基礎期間におけるガソリン/軽乗用車１台当たりの年間走行量。

　　②活動量の把握方法

　　　１）国及び地方公共団体の「実行計画」における活動量の把握方法

国及び地方公共団体では、ガソリン/軽乗用車を保有しているため、その年間の走行

量を把握する必要がある。

　　　２）わが国における温室効果ガスの総排出量の算出における活動量の把握方法

　　　　ア.出典

資料名 自動車輸送統計年報　平成10 年度分

発行日 平成11年９月９日

記載されている

最新のデータ
平成10年度のデータ

対象データ

「2-1　貨物輸送量及び原単位」（22～23 ページ）

「3-1　旅客輸送量及び原単位」（32～33 ページ）

「4-1　燃料消費量等総括表」（40～41ページ）

　　　　イ.設定方法

燃費および燃料消費量をもとに、走行量を推計する。

　　③活動量の課題

特になし。
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２.１.４　ガソリン/普通貨物車

（１）算定方法

　　①算定の対象

各算定基礎期間においてガソリンを燃料とする普通自動車のうち、貨物の運送の用に

供する車両（普通貨物車）の走行に伴って排出されるメタン（CH4）の量。

　　②算定方法

ガソリンの普通貨物車の走行量に、排出係数を乗じて算定する。

　　③算定方法の課題

特になし。

（２）排出係数

　　①定義

ガソリン/普通貨物車１台当たりの１km走行に伴って排出されるｋｇで表したメタ

ン（CH4）の量。

　　②設定方法

国内での計測データは少なく、わが国独自の排出状況を設定することは困難である。

また、HCとの排出状況の関係が把握できるデータも得られておらず、HC の排出係数を

用いた推計も困難である。そこで、排出係数は、９６年ＩＰＣＣガイドラインのデフォ

ルト値を適用する。

　　③排出係数

平成11年度のガソリン/普通貨物車からのメタンの排出係数は、0.035×10-3kg/km と

する。

　　④平成２～10 年度（1990～98年度）の排出係数

平成2～10年度の排出係数は、平成11年度の排出係数と同じとする。

　　⑤出典
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　９６年ＩＰＣＣガイドライン

　　⑥排出係数の課題

　　　（データ）

ガソリン/普通貨物車、および、類似の車種であるガソリン/小型貨物車、バス及び特

種用途車での計測を増やす必要性について検討する必要がある。

　　　（国内の実測）

　「2.1.2　ガソリン/バスと同じため省略」

　　　（毎年度の係数設定）

　「2.1.1　ガソリン・ＬＰＧ/乗用車と同じため省略」

　　　（計測方法）

　「2.1.1　ガソリン・ＬＰＧ/乗用車と同じため省略」

　　　（走行試験モード）

　「2.1.1　ガソリン・ＬＰＧ/乗用車と同じため省略」

　　　（HC の排出量との関係）

　「2.1.2　ガソリン/バスと同じため省略」

　　　（燃費との関係）

ＩＰＣＣグッドプラクティス報告書では、燃費をもとに排出係数を算定する手法が提

案されている。そこで、今回入手した計測データでの排出量と燃費との関係をみると、

排出量と燃費とは負の相関関係にあるとみられる。（図2-1-12参照）　排出係数の設

定にあたっては燃費からみた検討も必要とされる。

ガソリン/普通貨物車では、車両総重量2.5ｔ超の重量区分で１車両で計測した 21デ

ータが得られている。このデータを用いて、燃費との関係から排出係数を推計すると、

0.14ｇ/km となり、９６年ＩＰＣＣガイドラインのデフォルト値と比較すると、高い水

準にある。

─────────────────────────────────────

なお、具体的な推計は以下の通りである。
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図 2-1- 11　燃費と排出量との関係
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Ｙ ＝ 394.93 ÷Ｘ -3.33

r2 ＝ 0.98

（ｒ ＝ 0.99）

燃費と排出量との関係を、以下の推計式を用いて回帰分析を行い、得られた回帰式か

ら等価慣性重量当たりの排出係数を算出する。

　　推計式　　　EF ＝ ａ÷ Ｆ ＋定数

　　　　　　　　　　EF：排出ガス量（g/ｔ/km）

　　　　　　　　　　Ｆ：燃費（km/ﾘｯﾄﾙ）

　　　　　　　　　　ａ：係数

得られた推計式に、平成11年度におけるガソリン/普通貨物車の燃費を乗じて、等価

慣性重量あたりの排出係数を算定する。そして、これに平成 11年度におけるガソリン/

普通貨物車の走行時の平均車重を乗じた値を排出係数とする。平成 11年度における燃

費は5.2ｋｍ/リットル、平均車重は 4.74ｔ/台である。

なお、走行時の平均車重は、下式より推計した。

走行時重量 ＝ 車両総重量 － 乗車定員×(１－乗車率)×55kg/人

　　　（排出係数の妥当性検討）

排出係数の設定方法としては、1)走行速度区分別走行係数の基づく方法、2)メタンの

排出量のHCの排出量に対する割合より推計する方法、3) 燃費をもとに推計する方法、

4)９６年ＩＰＣＣガイドラインのデフォルト値がある。排出係数の設定にあたっては、

計測データの状況を踏まえ、これらの方法による推計結果を参考に設定する排出係数の

妥当性を検討する必要がある。

図 2-1- 12　排出係数の比較
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　　　　　　注）HC の排出係数は平成 6年度までのみ得られている

　　⑦今後の調査方針

　排出係数の課題を踏まえ、必要に応じて排出係数の設定方法の見直しを検討する。
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（３）活動量

　　①定義

各算定基礎期間におけるガソリン/普通貨物車１台当たりの年間走行量。

　　②活動量の把握方法

　　　１）国及び地方公共団体の「実行計画」における活動量の把握方法

国及び地方公共団体では、ガソリン/普通貨物車を保有しているため、その年間の走

行量を把握する必要がある。

　　　２）わが国における温室効果ガスの総排出量の算出における活動量の把握方法

　　　　ア.出典

資料名 自動車輸送統計年報　平成 10 年度分

発行日 平成 11 年９月９日

記載されている最

新のデータ
平成 10 年度のデータ

対象データ

「2-1　貨物輸送量及び原単位」（22～23 ページ）

「3-1　旅客輸送量及び原単位」（32～33 ページ）

「4-1　燃料消費量等総括表」（40～41 ページ）

　　　　イ.設定方法

燃費および燃料消費量をもとに、ガソリン/ディーゼル別の走行量を推計する。

　　③活動量の課題

特になし。
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２.１.５　ガソリン/小型貨物車

（１）算定方法

　　①算定の対象

各算定基礎期間においてガソリンを燃料とする小型自動車のうち、貨物の運送の用に

供する車両（小型貨物車）の走行に伴って排出されるメタン（CH4）の量。

　　②算定方法

ガソリンの小型貨物車の走行量に、排出係数を乗じて算定する。

　　③算定方法の課題

特になし。

（２）排出係数

　　①定義

ガソリン/小型貨物車１台当たりの１km走行に伴って排出されるｋｇで表したメタ

ン（CH4）の量。

　　②設定方法

ガソリン/小型貨物車の国内での計測データは少ないとともに、類似の車種である普

通貨物車での計測データも少なく、わが国独自の排出状況を設定することは困難である。

また、HCとの排出状況の関係が把握できるデータも得られておらず、HC の排出係数を

用いた推計も困難である。そこで、排出係数は、９６年ＩＰＣＣガイドラインのデフォ

ルト値を適用する。

　　③排出係数

平成11年度のガソリン/小型貨物車からのメタンの排出係数は、0.035×10-3kg/km と

する。

　　④平成２～10 年度（1990～98年度）の排出係数

平成2～10年度の排出係数は、平成11年度の排出係数と同じとする。
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　　⑤出典

　９６年ＩＰＣＣガイドライン

　　⑥排出係数の課題

　　　（データ）

ガソリン/小型貨物車での計測を新たに行う必要性について、および、類似の車種で

あるガソリン/普通貨物車、バス及び特種用途車での計測を増やす必要性について検討

する必要がある。

　　　（国内の実測）

　「2.1.2　ガソリン/バスと同じため省略」

　　　（毎年度の係数設定）

　「2.1.1　ガソリン・ＬＰＧ/乗用車と同じため省略」

　　　（計測方法）

　「2.1.1　ガソリン・ＬＰＧ/乗用車と同じため省略」

　　　（走行試験モード）

　「2.1.1　ガソリン・ＬＰＧ/乗用車と同じため省略」

　　　（HC の排出量との関係）

　「2.1.2　ガソリン/バスと同じため省略」

　　　（燃費との関係）

ＩＰＣＣグッドプラクティス報告書では、燃費をもとに排出係数を算定する手法が提

案されている。排出係数の設定にあたっては燃費からみた検討も必要とされる。

ガソリン/普通貨物車では、車両総重量2.5ｔ超の重量区分で１車両で計測した 21デ

ータが得られている。そこで、ガソリン/普通貨物車の排出係数の課題での検討と同じ

手順で、等価慣性重量当たりの排出量に平成 11年度におけるガソリン/小型貨物車の実

際の積載状況を加味した走行時の平均車重を乗じた値を排出係数とする。平成11年度

における燃費は9.0ｋｍ/リットル、平均車重は1.36ｔ/台である。

上記に従い、燃費との関係から排出係数を推計すると、0.055ｇ/km となり、９６年

ＩＰＣＣガイドラインのデフォルト値と比較すると、高い水準にある。
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　　　（排出係数の妥当性検討）

排出係数の設定方法としては、1)走行速度区分別排出係数に基づく方法、2)メタンの

排出量のHCの排出量に対する割合より推計する方法、3) 燃費をもとに推計する方法、

4)９６年ＩＰＣＣガイドラインのデフォルト値がある。排出係数の設定にあたっては、

計測データの状況を踏まえ、これらの方法による推計結果を参考に設定する排出係数の

妥当性を検討する必要がある。

これらの方法により求めた排出係数（図2-1-14参照）をみると、排出係数として採

用した９６年ＩＰＣＣガイドラインのデフォルト値は最も低い水準にある。

図 2-1- 13　排出係数の比較
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　　　　　　　　注）HC の排出係数は平成 6年度までのみ得られている

　　⑦今後の調査方針

　排出係数の課題を踏まえ、必要に応じて排出係数の設定方法の見直しを検討する。
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（３）活動量

　　①定義

各算定基礎期間におけるガソリン/小型貨物車１台当たりの年間走行量。

　　②活動量の把握方法

　　　１）国及び地方公共団体の「実行計画」における活動量の把握方法

国及び地方公共団体では、ガソリン/小型貨物車を保有しているため、その年間の走

行量を把握する必要がある。

　　　２）わが国における温室効果ガスの総排出量の算出における活動量の把握方法

　　　　ア.出典

資料名 自動車輸送統計年報　平成 10 年度分

発行日 平成 11 年９月９日

記載されている最

新のデータ
平成 10 年度のデータ

対象データ

「2-1　貨物輸送量及び原単位」（22～23 ページ）

「3-1　旅客輸送量及び原単位」（32～33 ページ）

「4-1　燃料消費量等総括表」（40～41 ページ）

　　　　イ.設定方法

燃費および燃料消費量をもとに、ガソリン/ディーゼル別の走行量を推計する。

　　③活動量の課題

特になし。
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２.１.６　ガソリン/軽貨物車

（１）算定方法

　　①算定の対象

各算定基礎期間においてガソリンを燃料とする軽自動車のうち、貨物の運送の用に供

する車両（軽貨物車）の走行に伴って排出されるメタン（CH4）の量。

　　②算定方法

ガソリンの軽貨物車の走行量に、排出係数を乗じて算定する。

　　③算定方法の課題

特になし。

（２）排出係数

　　①定義

ガソリン/軽貨物車１台当たりの１km走行に伴って排出されるｋｇで表したメタン

（CH4）の量。

　　②設定方法

軽貨物車からのメタンの排出に関しては、国内での計測データはなく走行速度区分別

排出係数を設定することが困難である。

そこで排出係数は、車種の特徴を考慮し、ガソリン/乗用車の計測データを利用して

図 2-1-17 に従って行う。

図 2-1- 14　排出係数設定の流れ
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　　　ア）走行速度区分別排出係数の推計

軽貨物車での計測データの数が少ないため、車種の特徴を考慮し、ガソリン/乗用車

の走行速度区分別排出係数を利用する。

　　　イ）排出係数の設定

ガソリン/軽貨物車の走行速度区分別排出係数を、道路交通センサスに基づく走行速

度区分別の走行割合（表2-1-11 参照）により加重平均し、排出係数とする。

表 2-1- 11　走行速度区分別の走行割合

軽貨物車 走行速度区分 3～5 5～10 10～15 15～25 25～40 40～60 60km/h～

代表速度 4km/h 7.5km/h 12.5km/h 20km/h 32.5km/h 50km/h 70km/h

走行速度区分別排出係数(ｇ/km) 0.0908 0.0482 0.0287 0.0177 0.0107 0.0068 0.0047

走行速度区分別の走行割合 0.02% 0.20% 0.94% 43.50% 25.67% 26.69% 2.97%

排出係数（ｇ/km） 0.013

　　③排出係数

平成11年度のガソリン/軽貨物車からのメタンの排出係数は、0.013×10-3kg/km とす

る。

平成12年度以降の排出係数は、先の走行速度区分別排出係数を各年の走行速度区分

別走行割合で加重平均して設定する。

　　④平成２～10 年度（1990～98年度）の排出係数

平成2～10年度の排出係数は、平成11年度の排出係数の算定に用いた走行速度区分

別排出係数に道路交通センサスより得られる走行速度区分別の走行割合を加味して設

定する。平成2～10 年度の排出係数は、下表とする。

表 2-1- 12　平成2～10年度の排出係数

平成2
年度 3 4 5 6 7 8 9 10

軽貨物車の排出係数（ｇ/km） 0.012 0.012 0.012 0.012 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013
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　　⑤出典

・燃費について

資料名 自動車輸送統計年報　平成 10 年度分

発行日 平成 11 年９月９日

記載されている最

新のデータ
平成 10 年度のデータ

対象データ

「2-1　貨物輸送量及び原単位」（22～23 ページ）

「3-1　旅客輸送量及び原単位」（32～33 ページ）

「4-1　燃料消費量等総括表」（40～41 ページ）

　　⑥排出係数の課題

　　　（データ）

ガソリン/軽貨物車での計測を新たに行う必要性について、および、類似の車種であ

るガソリン/小型貨物車、普通貨物車及びバスでの計測を増やす必要性について検討す

る必要がある。

　　　（毎年度の係数設定）

　「2.1.1　ガソリン・ＬＰＧ/乗用車と同じため省略」

　　　（計測方法）

　「2.1.1　ガソリン・ＬＰＧ/乗用車と同じため省略」

　　　（走行試験モード）

　「2.1.1　ガソリン・ＬＰＧ/乗用車と同じため省略」

　　　（走行速度区分別走行割合）

　「2.1.1　ガソリン・ＬＰＧ/乗用車と同じため省略」

　　　（HC の排出量との関係）

　「2.1.2　ガソリン/バスと同じため省略」

　　　（燃費との関係）

ＩＰＣＣグッドプラクティス報告書では、燃費をもとに排出係数を算定する手法が提

案されている。排出係数の設定にあたっては燃費からみた検討も必要とされる。
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　　　（排出係数の妥当性検討）

排出係数の設定方法としては、1)走行速度区分別排出係数に基づく方法、2)メタンの

排出量のHCの排出量に対する割合より推計する方法、3) 燃費をもとに推計する方法、

4)９６年ＩＰＣＣガイドラインのデフォルト値がある。排出係数の設定にあたっては、

計測データの状況を踏まえ、これらの方法による推計結果を参考に設定する排出係数の

妥当性を検討する必要がある。

図 2-1- 15　排出係数の比較
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　　　　　注）HC の排出係数は平成６年度までのみ得られている

　　⑦今後の調査方針

　排出係数の課題を踏まえ、必要に応じて排出係数の設定方法の見直しを検討する。
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（３）活動量

　　①定義

各算定基礎期間におけるガソリン/軽貨物車１台当たりの年間走行量。

　　②活動量の把握方法

　　　１）国及び地方公共団体の「実行計画」における活動量の把握方法

国及び地方公共団体では、ガソリン/軽貨物車を保有しているため、その年間の走行

量を把握する必要がある。

　　　２）わが国における温室効果ガスの総排出量の算出における活動量の把握方法

　　　　ア.出典

資料名 自動車輸送統計年報　平成 10 年度分

発行日 平成 11 年９月９日

記載されている最

新のデータ
平成 10 年度のデータ

対象データ

「2-1　貨物輸送量及び原単位」（22～23 ページ）

「3-1　旅客輸送量及び原単位」（32～33 ページ）

「4-1　燃料消費量等総括表」（40～41 ページ）

　　　　イ.設定方法

燃費および燃料消費量をもとに走行量を推計する。

　　③活動量の課題

特になし。
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２.１.７　ガソリン/特種用途車

（１）算定方法

　　①算定の対象

各算定基礎期間においてガソリンを燃料とする普通自動車、小型自動車又は軽自動車

のうち、散水自動車、広告宣伝用自動車、霊柩自動車その他特種の用途に供する車両（特

種用途車）の走行に伴って排出されるメタン（CH4）の量。

なお、「特種の用途に供する自動車」とは、次の自動車を指す。

－散水自動車

－広告宣伝用自動車

－霊きゅう自動車

－医療防疫用自動車

－タンク自動車

－警察自動車

－救急自動車

－消防自動車

－高所作業者自動車その他の作業用自動車

－クレーン自動車

－身体障害者輸送自動車

－ふん尿自動車

－塵芥自動車

－清掃自動車

－キャンピング自動車

－コンクリート・ミキサー自動車

－販売自動車

－冷蔵冷凍自動車

－教習用自動車
－その他構造、装置及び用途が上記に掲げる自動車に類する自動車

　　②算定方法

ガソリンの特種用途車の走行量に、排出係数を乗じて算定する。

　　③算定方法の課題

特になし。
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（２）排出係数

　　①定義

ガソリン/特種用途車１台当たりの１km走行に伴って排出されるｋｇで表したメタ

ン（CH4）の量。

　　②設定方法

ガソリン/特種用途車の国内での計測データは少ないとともに、類似の車種である普

通貨物車での計測データも少なく、わが国独自の排出状況を設定することは困難である。

また、HCとの排出状況の関係が把握できるデータも得られておらず、HC の排出係数を

用いた推計も困難である。そこで、排出係数は、９６年ＩＰＣＣガイドラインのデフォ

ルト値を適用する。

　　③排出係数

平成11年度のガソリン/特種用途車からのメタンの排出係数は、0.035×10-3ｋｇ/ｋ

ｍとする。

　　④平成２～10 年度（1990～98年度）の排出係数

平成2～10年度の排出係数は、平成11年度の排出係数と同じとする。

　　⑤出典

　９６年ＩＰＣＣガイドライン

　　⑥排出係数の課題

　　　（データ）

ガソリン/普通貨物車、および、類似の車種であるガソリン/小型貨物車、バス及び特

種用途車での計測を増やす必要性について検討する必要がある。

　　　（国内の実測）

　「2.1.2　ガソリン/バスと同じため省略」

　　　（毎年度の係数設定）

　「2.1.1　ガソリン・ＬＰＧ/乗用車と同じため省略」
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　　　（計測方法）

　「2.1.1　ガソリン・ＬＰＧ/乗用車と同じため省略」

　　　（走行試験モード）

　「2.1.1　ガソリン・ＬＰＧ/乗用車と同じため省略」

　　　（HC の排出量との関係）

　「2.1.2　ガソリン/バスと同じため省略」

　　　（燃費との関係）

ＩＰＣＣグッドプラクティス報告書では、燃費をもとに排出係数を算定する手法が提

案されている。排出係数の設定にあたっては燃費からみた検討も必要とされる。

ガソリン/普通貨物車では、車両総重量2.5ｔ超の重量区分で１車両で計測した 21デ

ータが得られている。そこで、ガソリン/軽貨物車の排出係数の課題での検討と同じ手

順で、等価慣性重量当たりの排出量に平成11年度におけるガソリン/特種用途車の実際

の積載状況を加味した走行時の平均車重を乗じた値を排出係数とする。平成11 年度に

おける燃費は6.4ｋｍ/リットル、平均車重は2.22ｔ/台である。

上記に従い、燃費との関係から排出係数を推計すると、0.13ｇ/km となり、９６年Ｉ

ＰＣＣガイドラインのデフォルト値と比較すると、高い水準にある。

　　　（排出係数の妥当性検討）

排出係数の設定方法としては、1)走行速度区分別排出係数に基づく方法、2) メタン

の排出量の HCの排出量に対する割合より推計する方法、3) 燃費をもとに推計する方法、

4)９６年ＩＰＣＣガイドラインのデフォルト値がある。排出係数の設定にあたっては、

計測データの状況を踏まえ、これらの方法による推計結果を参考に設定する排出係数の

妥当性を検討する必要がある。
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図 2-1- 16　排出係数の比較
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　　　　　　　　注）HC の排出係数は平成 6年度までのみ得られている

　　⑦今後の調査方針

　排出係数の課題を踏まえ、必要に応じて排出係数の設定方法の見直しを検討する。

（３）活動量

　　①定義

各算定基礎期間におけるガソリン/特種用途車１台当たりの年間走行量。

　　②活動量の把握方法

　　　１）国及び地方公共団体の「実行計画」における活動量の把握方法

国及び地方公共団体では、ガソリン/特種用途車を保有しているため、その年間の走

行量を把握する必要がある。

　　　２）わが国における温室効果ガスの総排出量の算出における活動量の把握方法

　　　　ア.出典

資料名 自動車輸送統計年報　平成 10 年度分

発行日 平成 11 年９月９日

記載されている最

新のデータ
平成 10 年度のデータ

対象データ 「2-1　貨物輸送量及び原単位」（22～23 ページ）
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「3-1　旅客輸送量及び原単位」（32～33 ページ）

「4-1　燃料消費量等総括表」（40～41 ページ）

　　　　イ.設定方法

燃費および燃料消費量をもとに、ガソリン/ディーゼル別の走行量を推計する。

　　③活動量の課題

特になし。
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２.１.８　ディーゼル/乗用車

（１）算定方法

　　①算定の対象

各算定基礎期間において軽油を燃料とする普通自動車又は小型自動車のうち、人の運

送の用に供するもので乗車定員 10人以下の車両（乗用車）の走行に伴って排出される

メタン（CH4）の量。

　　②算定方法

ディーゼルの乗用車の走行量に、排出係数を乗じて算定する。

　　③算定方法の課題

特になし。

（２）排出係数

　　①定義

ディーゼル/乗用車１台当たりの１km走行に伴って排出されるｋｇで表したメタン

（CH4）の量。

　　②設定方法

ディーゼル/乗用車からのメタンの排出に関しては、国内で計測データが蓄積されつ

つあり、わが国独自の排出係数を設定することが可能である。

排出係数の設定は、図2-1-18 に従って行う。

図 2-1- 17　排出係数設定の流れ
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　　　ア）走行速度区分別排出係数を推計

入手した計測データをもとに、以下の推計式を用いて回帰分析を行い、得られた回帰

式から走行速度区分別（代表速度が、4、7.5、12.5、20、32.5、50、70km/h）排出係数

を算定する。

推計式　　　EF ＝ ａ÷Ｖ ＋定数

　　　　　　　EF：排出ガス量（g/km）

　　　　　　　Ｖ：平均車速（km/h）

　　　　　　　ａ：係数

得られた計測データを先の推計式を用いて回帰分析を行った結果が、図2-1-19 であ

る。走行速度区分別に代表速度を設定し、回帰式での代表速度の値を走行速度区分別排

出係数（表2-1-13 参照）とする。

図 2-1- 18　走行速度区分別の排出状況

1994年排ガス規制対応
（単位：mgCH4/km） Ｄ:乗用

推計式 ＥＦ＝ 22.563 ／Ｖ＋ 1.29120

N ＝ 21 Ｖ:平均車速
ｒ2＝ 0.971
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表 2-1- 13　走行速度区分別排出係数

（単位：mgCH4/km）
走行速度区分 3～5km/h 5～10km/h 10～15km/h 15～25km/h 25～40km/h 40～60km/h 60km/h～

代表速度 4km/h 7.5km/h 12.5km/h 20km/h 32.5km/h 50km/h 70km/h

排出原単位 6.932 4.300 3.096 2.419 1.985 1.742 1.614
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　　　イ）排出係数の設定

次に、走行速度区分別に算定された排出係数を、道路交通センサスから得られる走行

速度区分別の走行割合（表2-1-14参照）で加重平均し、それを排出係数とする。

表 2-1- 14　走行速度区分別の走行割合

乗用車 走行速度区分 3～5km/h 5～10km/h 10～15km/h 15～25km/h 25～40km/h 40～60km/h 60km/h～

代表速度 4km/h 7.5km/h 12.5km/h 20km/h 32.5km/h 50km/h 70km/h

走行速度区分別の走行割合 0.02% 0.19% 0.87% 36.87% 25.11% 26.28% 10.66%

　　③排出係数

平成11年度のディーゼル/乗用車からのメタンの排出係数は、0.0021×10-3kg/kmと

する。

ここで得られた排出係数は、平成６年排ガス規制車両を対象とした排出係数である。

平成12年度以降の排出係数は、先の走行速度区分別排出係数を各年の走行速度区分別

走行割合で加重平均して設定する。

表 2-1- 15　排出係数と走行速度区分別の走行割合

乗用車 走行速度区分 3～5km/h 5～10km/h 10～15km/h 15～25km/h 25～40km/h 40～60km/h 60km/h～

代表速度 4km/h 7.5km/h 12.5km/h 20km/h 32.5km/h 50km/h 70km/h

速度区分別排出係数（ｇ/km） 0.0069 0.0043 0.0031 0.0024 0.0020 0.0017 0.0016

走行速度区分別の走行割合 0.02% 0.19% 0.87% 36.87% 25.11% 26.28% 10.66%

排出係数（ｇ/km） 0.0021

　　④平成２～10 年度（1990～98年度）の排出係数

平成2～10年度の排出係数は、平成11年度の排出係数の算定に用いた走行速度区分

別排出係数に道路交通センサスより得られる走行速度区分別の走行割合を加味して設

定する。平成2～10 年度の排出係数は、下表とする。

表 2-1- 16　平成2～10年度の排出係数

平成2
年度 3 4 5 6 7 8 9 10

乗用車の排出係数（ｇ/km） 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0021 0.0021
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　　⑤出典

・走行速度区分別の走行割合について

資料名
平成９年度　道路交通センサス（全国道路交通情勢調査）

一般交通量調査　基本集計表

発行日 平成 10 年 12 月（３年おきに刊行予定）

記載されている最

新のデータ
平成９年度のデータ

対象データ
「道路種別別沿道状況別舗装未舗装別混雑時旅行速度延

長表」（21～25 ページ）

　　⑥排出係数の課題

　　　（データ）

今回入手したデータは、平成６年排ガス規制対象の車両を用いて計測したデータであ

る。このため新たに排ガス規制が実施された場合には、規制対象車両を用いた計測を行

い、排出状況の変化を把握することが望ましい。

　　　（毎年度の係数設定）

　「2.1.1　ガソリン・ＬＰＧ/乗用車と同じため省略」

　　　（計測方法）

　「2.1.1　ガソリン・ＬＰＧ/乗用車と同じため省略」

　　　（走行試験モード）

　「2.1.1　ガソリン・ＬＰＧ/乗用車と同じため省略」

　　　（走行速度区分別走行割合）

　「2.1.1　ガソリン・ＬＰＧ/乗用車と同じため省略」

　　　（HC の排出量との関係）

　「2.1.2　ガソリン/バスと同じため省略」

　　　（燃費との関係）

ＩＰＣＣグッドプラクティス報告書では、燃費をもとに排出係数を算定する手法が提

案されている。そこで、今回入手した計測データでの排出量と燃費との関係をみると、

排出量と燃費とは負の相関関係にあるとみられる。　排出係数の設定にあたっては燃費
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からみた検討も必要とされる。

ディーゼル/乗用車で得られたデータでの燃費との関係、および、平成 11年度におけ

る平均燃費 9.1km/リットルを用いて排出係数を推計すると 0.0032ｇ/kmとなる。

図 2-1- 19　燃費と排出量との関係
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Ｙ ＝ 32.02 ÷Ｘ -0.36

r2 ＝ 0.97

（ｒ ＝ 0.98）

　　　（排出係数の妥当性検討）

排出係数の設定方法としては、1)走行速度区分別排出係数に基づく方法、2)メタンの

排出量のHCの排出量に対する割合より推計する方法、3)燃費をもとに推計する方法、

4)９６年ＩＰＣＣガイドラインのデフォルト値がある。排出係数の設定にあたっては、

計測データの状況を踏まえ、これらの方法による推計結果を参考に設定する排出係数の

妥当性を検討する必要がある。

これらの方法により求めた排出係数（図2-1-21参照）をみると、走行速度区分別排

出係数から求めた数値は、９６年ＩＰＣＣガイドラインのデフォルト値および燃費より

求めた値よりも低い水準にある。排出係数の決定にあたっては、HC の排出係数との相

関に留意するとともに、他の方法と異なる要因を明らかにする必要がある。燃費と平均

車速との関係および道路交通センサスに基づく走行速度区分別走行割合を比較すると、

排出係数の算定に用いた道路交通センサス結果は走行速度がやや高めであると考えら

れ、その結果、排出係数が低めとなると考えられる。
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図 2-1- 20　排出係数の比較
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ﾗｲﾝのﾃﾞﾌｫﾙﾄ値

ディーゼル/乗用(単位：ｇCH4/km)

　　　　　　　　注）HC の排出係数は平成 6年度までのみ得られている

　　⑦今後の調査方針

　排出係数の課題を踏まえ、必要に応じて排出係数の設定方法の見直しを検討する。

（３）活動量

　　①定義

各算定基礎期間におけるディーゼル/乗用車１台当たりの年間走行量。

　　②活動量の把握方法

　　　１）国及び地方公共団体の「実行計画」における活動量の把握方法

国及び地方公共団体では、ディーゼル/乗用車を保有しているため、その年間の走行

量を把握する必要がある。

　　　２）わが国における温室効果ガスの総排出量の算出における活動量の把握方法

　　　　ア.出典

資料名 自動車輸送統計年報　平成 10 年度分

発行日 平成 11 年９月９日

記載されている最

新のデータ
平成 10 年度のデータ

対象データ

「2-1　貨物輸送量及び原単位」（22～23 ページ）

「3-1　旅客輸送量及び原単位」（32～33 ページ）

「4-1　燃料消費量等総括表」（40～41 ページ）

　　　　イ.設定方法

燃費および燃料消費量をもとに、ガソリン/ディーゼル別の走行量を推計する。

　　③活動量の課題

特になし。
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２.１.９　ディーゼル/バス

（１）算定方法

　　①算定の対象

各算定基礎期間において軽油を燃料とする普通自動車又は小型自動車のうち、人の運

送の用に供するもので乗車定員 11人以上の車両（バス）の走行に伴って排出されるメ

タン（CH4）の量。

　　②算定方法

ディーゼルのバスの走行量に、排出係数を乗じて算定する。

　　③算定方法の課題

特になし。

（２）排出係数

　　①定義

ディーゼル/バス１台当たりの１km 走行に伴って排出されるｋｇで表したメタン

（CH4）の量。

　　②設定方法

国内での計測が普通貨物を中心に行われており、バス、小型貨物、特種用途での計測

データが少なく、それぞれで走行速度区分別排出係数を算出することは困難である。そ

こで、形状、性能の類似したこれら４車種での計測データすべてを対象に車両総重量別

に区分し、各区分別に排出状況を把握する。

区分は、車両総重量に従って同 1.7ｔ以下（軽量車）、同1.7ｔ超～2.5ｔ以下（中量

車）、同2.5ｔ超（重量車）に区分する。さらに、重量車に関しては、燃焼方式に従っ

て副室式、直噴式に区分する。さらに、直噴式は、車両総重量に従って同 2.5ｔ超～5

ｔ以下、同 5ｔ超～12ｔ以下、同 12ｔ超に区分する。検討対象区分は、1)軽量車、2)

中量車、3)副室式・重量車、4)直噴式・重量車（2.5ｔ超～5ｔ以下）、5)同（5ｔ超～

12ｔ以下）、6)同（12ｔ超）とする。
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入手した計測データをもとに、検討対象区分別に以下の推計式を用いて回帰分析を行

い、得られた回帰式から走行速度区分別（代表速度が、4、7.5、12.5、20、32.5、50、

70km/h）の排出係数を算定する。軽量、中量に関してはｇ/km単位で、重量に関しては

等価慣性重量当たりのｇ/ｔ/km 単位で排出係数を設定する。

推計式　　　EF ＝ ａ÷Ｖ ＋定数

　　　　　　　EF：排出ガス量（g/km またはg/t/km）

　　　　　　　Ｖ：平均車速（km/h）

　　　　　　　ａ：係数

これに検討対象区分別の走行時の実際の積載状況を加味した走行時の平均車重（ただ

し重量車のみ）、車両総重量別の自動車保有台数の構成比、走行速度区分別の走行割合

を加味し、排出係数を設定する。

重量車の走行時の平均車重は、下式より推計した。

走行時車重 ＝ 車両総重量 － 最大積載量×（1－積載効率）

排出係数の設定は、図2-1-22 に従って行う。



51

図 2-1- 21　排出係数設定の流れ
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　・燃焼方式別 　－直噴式（車両総重量5ｔ超～12ｔ以下）
　　(副室式/直噴式) 　－直噴式（車両総重量12ｔ超）
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　　　ア.ディーゼル/軽量車の排出係数（CH4）

入手した計測データについて先の推計式を用いて回帰分析を行った結果が図2-1-23

である。走行速度区分別に代表速度を設定し、回帰式での代表速度の値を走行速度区分

別排出係数とする。

図 2-1- 22　走行速度区分別の排出状況
1993年排ガス規制対応

（単位：mgCH4/km） Ｄ:軽量貨物

推計式 ＥＦ＝ 44.216 ／Ｖ＋ 20.21812

N ＝ 14 Ｖ:平均車速
ｒ

2
＝ 0.251

（ｒ＝ 0.501）
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表 2-1- 17　走行速度区分別排出係数

（単位：mgCH4/km）
走行速度区分 3～5km/h 5～10km/h 10～15km/h 15～25km/h 25～40km/h 40～60km/h 60km/h～

代表速度 4km/h 7.5km/h 12.5km/h 20km/h 32.5km/h 50km/h 70km/h

排出原単位 31.272 26.114 23.755 22.429 21.579 21.102 20.850

　　　イ.ディーゼル/中量車の排出係数（CH4）

ディーゼル/中量車からのメタンの排出に関しては、国内で計測試験が行われている

が、走行速度区分別排出係数を推計するには、量的に少ない状況である。しかし、HC

との排出状況の関係は把握できるため、HCに対する排出割合を推計し、排出係数を設

定する。HC の排出量とメタンの排出量との関係（図2-1-24 参照）をみると、メタンは

HCの排出量の19％を占めるとみられる。そこで、HCの排出係数の19％をメタンの排出

係数とする。
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図 2-1- 23　HCの排出量とメタンの排出量との関係
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表 2-1- 18　HCの排出係数から算定したメタンの排出係数

走行速度区分
3～5
km/h 5～10 10～15 15～25 25～40 40～60 60～80

4 7.5 12.5 20 32.5 50 70

ＨＣの排出係数　（ｇ/ｔ/km） 0.238 0.163 0.128 0.109 0.096 0.089 0.085

メタンの排出係数（ｇ/ｔ/km） 0.045 0.031 0.024 0.021 0.018 0.017 0.016

注１）ＨＣの排出に対するメタンの排出割合は、19％とする
注２）ＨＣの排出係数は、平成３年規制対象の数値である
　　　環境庁「自動車排出ガス原単位および総量に関する調査」（平成10年３月）による

　　　ウ.ディーゼル/副室式・重量車の排出係数（CH4）

入手した計測データについて先の推計式を用いて回帰分析を行った結果が図2-1-25

である。走行速度区分別に代表速度を設定し、回帰式での代表速度の値を走行速度区分

別排出係数とする。

図 2-1- 24　走行速度区分別の排出状況

1994年排ガス規制対応
（単位：mgCH4/t/km） Ｄ:重量貨物（副室式）

推計式 ＥＦ＝ 7.794 ／Ｖ＋ 0.57638

N ＝ 14 Ｖ:平均車速
ｒ
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表 2-1-19　走行速度区分別排出係数
（単位：mgCH4/t/km）

走行速度区分 3～5km/h 5～10km/h 10～15km/h 15～25km/h 25～40km/h 40～60km/h 60km/h～
代表速度 4km/h 7.5km/h 12.5km/h 20km/h 32.5km/h 50km/h 70km/h

排出原単位 2.525 1.616 1.200 0.966 0.816 0.732 0.688

　　　エ.ディーゼル/直噴式・重量車（車両総重量 2.5ｔ超～5ｔ以下）の排出係数（CH4）

この区分では、平成元年規制適合車と平成６年規制適合車の２つの排ガス規制区分で

のデータが得られている。入手した計測データについて先の推計式を用いて回帰分析を

行った結果が図2-1-26 である。走行速度区分別に代表速度を設定し、回帰式での代表

速度の値を走行速度区分別排出係数とする。

なお、排ガス規制年区分別の排出係数を比較すると、平成６年規制適合車の排出係数

は、平成元年に比べて低減している。（図2-1-27 参照）

図 2-1- 25　走行速度区分別の排出状況

（平成元年規制適合車）
1989年排ガス規制対応

（単位：mgCH4/t/km） Ｄ:重量貨物（直噴式:５ﾄﾝ以下）

推計式 ＥＦ＝ 32.383 ／Ｖ＋ 1.06324
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ｒ2＝ 0.557

（ｒ＝ 0.746）

0

2

4

6

8

10

12

14

0 10 20 30 40 50 60 70 80

走行モードの平均車速（km/ｈ）

計測値

推計式

（平成６年規制適合車）
1994年排ガス規制対応

（単位：mgCH4/t/km） Ｄ:重量貨物（直噴式:５ﾄﾝ以下）
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ｒ
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表 2-1- 19　走行速度区分別排出係数

（平成元年規制適合車）
（単位：mgCH4/t/km）

走行速度区分 3～5km/h 5～10km/h 10～15km/h 15～25km/h 25～40km/h 40～60km/h 60km/h～
代表速度 4km/h 7.5km/h 12.5km/h 20km/h 32.5km/h 50km/h 70km/h

排出原単位 9.159 5.381 3.654 2.682 2.060 1.711 1.526

（平成６年規制適合車）
（単位：mgCH4/t/km）

走行速度区分 3～5km/h 5～10km/h 10～15km/h 15～25km/h 25～40km/h 40～60km/h 60km/h～
代表速度 4km/h 7.5km/h 12.5km/h 20km/h 32.5km/h 50km/h 70km/h

排出原単位 6.841 3.845 2.475 1.705 1.211 0.935 0.788

図 2-1- 26　排ガス規制年区分別にみた排出係数
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　　　オ.ディーゼル/直噴式・重量車（車両総重量 5ｔ超～12ｔ以下）（CH4）

この区分では、平成元年規制適合車と平成６年規制適合車の２つの排ガス規制区分で

のデータが得られている。入手した計測データについて先の推計式を用いて回帰分析を

行った結果が図2-1-28 である。走行速度区分別に代表速度を設定し、回帰式での代表

速度の値を走行速度区分別排出係数とする。

なお、排ガス規制年区分別の排出係数を比較すると、平成６年規制適合車の排出係数

は、低速域では平成元年規制適合車に比べて低減しているが、20km/h 以上では増加し

ている。（図2-1-29参照）

図 2-1- 27　走行速度区分別の排出状況

（平成元年規制適合車）

1989年排ガス規制対応
（単位：mgCH4/t/km） Ｄ:重量貨物（直噴式:5～12ﾄﾝ）

推計式 ＥＦ＝ 20.992 ／Ｖ＋ -0.02951
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表 2-1- 20　走行速度区分別排出係数

（平成元年規制適合車）

（単位：mgCH4/t/km）
走行速度区分 3～5km/h 5～10km/h 10～15km/h 15～25km/h 25～40km/h 40～60km/h 60km/h～

代表速度 4km/h 7.5km/h 12.5km/h 20km/h 32.5km/h 50km/h 70km/h

排出原単位 5.218 2.769 1.650 1.020 0.616 0.390 0.270

（平成６年規制適合車）
（単位：mgCH4/t/km）

走行速度区分 3～5km/h 5～10km/h 10～15km/h 15～25km/h 25～40km/h 40～60km/h 60km/h～
代表速度 4km/h 7.5km/h 12.5km/h 20km/h 32.5km/h 50km/h 70km/h

排出原単位 3.877 2.248 1.504 1.085 0.817 0.666 0.587

図 2-1- 28　排ガス規制年区分別にみた排出係数
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　　　カ.ディーゼル/直噴式・重量車（車両総重量 12ｔ超）（CH4）

この区分では、平成元年規制適合車と平成６年規制適合車の２つの排ガス規制区分で

のデータが得られている。入手した計測データについて先の推計式を用いて回帰分析を

行った結果が図2-1-30 である。走行速度区分別に代表速度を設定し、回帰式での代表

速度の値を走行速度区分別排出係数とする。

なお、排ガス規制年区分別の排出係数を比較すると、平成６年規制適合車の排出係数

は、平成元年規制適合車に比べて低速度域で増加している。（図2-1-31 参照）

図 2-1- 29　走行速度区分別の排出状況
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表 2-1- 21　走行速度区分別排出係数

（平成元年規制適合車）
（単位：mgCH4/km）

走行速度区分 3～5km/h 5～10km/h 10～15km/h 15～25km/h 25～40km/h 40～60km/h 60km/h～
代表速度 4km/h 7.5km/h 12.5km/h 20km/h 32.5km/h 50km/h 70km/h

排出原単位 29.947 16.023 9.658 6.078 3.783 2.498 1.816

（平成６年規制適合車）
（単位：mgCH4/km）

走行速度区分 3～5km/h 5～10km/h 10～15km/h 15～25km/h 25～40km/h 40～60km/h 60km/h～
代表速度 4km/h 7.5km/h 12.5km/h 20km/h 32.5km/h 50km/h 70km/h

排出原単位 33.392 17.645 10.446 6.397 3.802 2.348 1.577

図 2-1- 30　排ガス規制年区分別にみた排出係数

0.000

0.005

0.010

0.015

0.020

0.025

0.030

0.035

0.040

0 10 20 30 40 50 60 70 80
平均車速　（km/h)

平成元年規制適合車

平成６年規制適合車

重量車・直噴式（車両総重量12ｔ超）（単位：mgCH4/t/km）



60

　　　キ．重量車での排ガス規制年別の排出係数の統合

重量車に関しては、排ガス規制年別の走行速度区分別排出係数が得られている。そこ

で、「自動車保有車両数」での初度登録登録年別の保有台数の初度登録年別構成比によ

り排ガス規制年別の排出係数を統合する。

　　　ク．重量車での燃焼方式別の排出係数の統合

次に、副室式/直噴式の自動車保有割合をもとに、燃焼方式別の排出係数を統合する。

バスでの同割合は、副室式20％、直噴式80％とする。（環境庁調べ）

　　　ケ.バスの走行時の平均車重を加味

重量車に関しては、実際の積載状況を加味した走行時の平均車重を設定し、等価慣性

重量当たりの排出係数に乗じて重量車の排出係数とする。平成11 年度におけるバスの

平均車重は、副室式で4.74ｔ/台、直噴式で車両総重量 2.5～5ｔで4.19ｔ/台、同 5～

12ｔで6.84ｔ/台、同12ｔ/台で10.08ｔ/台とする。

なお、走行時の平均車重は、下式より推計した。

走行時重量 ＝ 車両総重量 － 乗車定員×(１－乗車率)×55kg/人

　　　コ.車両総重量別の排出係数を統合

車両総重量別の自動車保有台数の構成比をもとに、軽量車、中量車、重量車の排出係

数を加重平均し、バスの排出係数とする。

　　　サ.走行速度区分別の走行割合を加味

最後に、走行速度区分別排出係数を、道路交通センサスから得られる走行速度区分別

の走行割合（表2-1-22 参照）で加重平均し、それを設定する排出係数とする。

表 2-1- 22　走行速度区分別の走行割合

バス 走行速度区分 3～5km/h 5～10km/h 10～15km/h 15～25km/h 25～40km/h 40～60km/h 60km/h～

代表速度 4km/h 7.5km/h 12.5km/h 20km/h 32.5km/h 50km/h 70km/h

走行速度区分別の走行割合 0.03% 0.25% 1.18% 9.80% 33.16% 34.79% 20.79%
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　　③排出係数

平成11年度のディーゼル/バスからのメタンの排出係数は、0.012×10-3kg/kmとする。

ここで得られた排出係数は、平成元,５,６年排ガス規制車両を対象とした排出係数で

ある。平成 12年度以降の排出係数は、各排ガス規制年別の走行速度区分別排出係数を

もとに、自動車保有台数の構成状況および各年の走行速度区分別走行割合等を用いて同

様な手順で算出する。

表 2-1- 23　排出係数と走行速度区分別の走行割合

バス 走行速度区分 3～5km/h 5～10km/h 10～15km/h 15～25km/h 25～40km/h 40～60km/h 60km/h～

代表速度 4km/h 7.5km/h 12.5km/h 20km/h 32.5km/h 50km/h 70km/h

速度区分別排出係数（ｇ/km） 0.1019 0.0551 0.0338 0.0217 0.0140 0.0097 0.0074

走行速度区分別の走行割合 0.03% 0.25% 1.18% 9.80% 33.16% 34.79% 20.79%

排出係数（ｇ/km） 0.012

　　④平成２～10 年度（1990～98年度）の排出係数

平成2～10年度の排出係数は、平成11年度の排出係数の算定に用いた走行速度区分

別排出係数に道路交通センサスより得られる走行速度区分別の走行割合を加味して設

定する。平成2～10 年度の排出係数は、下表とする。

表 2-1- 24　平成2～10年度の排出係数

平成2
年度 3 4 5 6 7 8 9 10

バスの排出係数（ｇ/km） 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.012

　　⑤出典

・積載率について

資料名 自動車輸送統計年報　平成 10 年度分

発行日 平成 11 年９月９日

記載されている最

新のデータ
平成 10 年度のデータ

対象データ
「2-1　貨物輸送量及び原単位」（22～23 ページ）

「3-1　旅客輸送量及び原単位」（32～33 ページ）
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・初度登録年別の保有台数

資料名 自動車保有車両数　自検協統計　平成11 年 3 月末

発行日 平成 11 年 10 月

記載されている最

新のデータ
平成 11 年 3 月末現在のデータ

対象データ
「初度登録年別,車種別,各種類別自動車保有車両数」（2

～25 ページ）

・走行速度区分別の走行割合について

資料名
平成９年度　道路交通センサス（全国道路交通情勢調査）

一般交通量調査　基本集計表

発行日 平成 10 年 12 月（３年おきに刊行予定）

記載されている最

新のデータ
平成９年度のデータ

対象データ
「道路種別別沿道状況別舗装未舗装別混雑時旅行速度延

長表」（21～25 ページ）

　　⑥排出係数の課題

　　　（データ）

今回入手したデータは、平成元年、５年および６年排ガス規制対象の車両を用いて計

測したデータである。このため新たに排ガス規制が実施された場合には、規制対象車両

を用いた計測を行い、排出状況の変化を把握することが望ましい。

　　　（毎年度の係数設定）

　「2.1.1　ガソリン・ＬＰＧ/乗用車と同じため省略」

　　　（計測方法）

　「2.1.1　ガソリン・ＬＰＧ/乗用車と同じため省略」

　　　（走行試験モード）

　「2.1.1　ガソリン・ＬＰＧ/乗用車と同じため省略」

　　　（走行速度区分別走行割合）

　「2.1.1　ガソリン・ＬＰＧ/乗用車と同じため省略」

　　　（HC の排出量との関係）

　「2.1.2　ガソリン/バスと同じため省略」
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　　　（燃費との関係）

　「2.1.6　ガソリン/軽貨物車と同じため省略」

　　　（排出係数の妥当性検討）

排出係数の設定方法としては、1)走行速度区分別排出係数に基づく方法、2)メタンの

排出量のHCの排出量に対する割合より推計する方法、3)９６年ＩＰＣＣガイドライン

のデフォルト値がある。排出係数の設定にあたっては、計測データの状況を踏まえ、こ

れらの方法による推計結果を参考に設定する排出係数の妥当性を検討する必要がある。

これらの方法により求めた排出係数（図2-1-32参照）をみると、走行速度区分別排

出係数から求めた数値は、９６年ＩＰＣＣガイドラインのデフォルト値よりも低い水準

にある。排出係数の決定にあたっては、HCの排出係数との相関に留意するとともに、

他の方法と異なる要因を明らかにする必要がある。燃費と平均車速との関係および道路

交通センサスに基づく走行速度区分別走行割合を比較すると、排出係数の算定に用いた

道路交通センサス結果は走行速度がやや高めであると考えられ、その結果、排出係数が

低めとなると考えられる。

図 2-1- 31　排出係数の比較
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　　　　　　　　注）HC の排出係数は平成 6年度までのみ得られている

　　⑦今後の調査方針

　排出係数の課題を踏まえ、必要に応じて排出係数の設定方法の見直しを検討する。
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（３）活動量

　　①定義

各算定基礎期間におけるディーゼル/バス１台当たりの年間走行量。

　　②活動量の把握方法

　　　１）国及び地方公共団体の「実行計画」における活動量の把握方法

国及び地方公共団体では、ディーゼル/バスを保有しているため、その年間の走行量

を把握する必要がある。

　　　２）わが国における温室効果ガスの総排出量の算出における活動量の把握方法

　　　　ア.出典

資料名 自動車輸送統計年報　平成 10 年度分

発行日 平成 11 年９月９日

記載されている最

新のデータ
平成 10 年度のデータ

対象データ

「2-1　貨物輸送量及び原単位」（22～23 ページ）

「3-1　旅客輸送量及び原単位」（32～33 ページ）

「4-1　燃料消費量等総括表」（40～41 ページ）

　　　　イ.設定方法

燃費および燃料消費量をもとに、ガソリン/ディーゼル別の走行量を推計する。

　　③活動量の課題

特になし。
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２.１.10　ディーゼル/普通貨物車

（１）算定方法

　　①算定の対象

各算定基礎期間において軽油を燃料とする普通自動車のうち、貨物の運送の用に供す

る車両（ディーゼル/普通貨物車）の走行に伴って排出されるメタン（CH4）の量。

　　②算定方法

ディーゼルの普通貨物車の走行量に、排出係数を乗じて算定する。

　　③算定方法の課題

特になし。

（２）排出係数

　　①定義

ディーゼル/普通貨物車１台当たりの１km 走行に伴って排出されるｋｇで表したメ

タン（CH4）の量。

　　②設定方法

国内での計測が普通貨物を中心に行われており、バス、小型貨物、特種用途での計測

データが少なく、それぞれで走行速度区分別排出係数を算出することは困難である。そ

こで、形状、性能の類似したこれら４車種での計測データすべてを対象に車両総重量別

に区分し、各区分別に排出状況を把握する。

検討対象区分は、ディーゼル/バスに同じく、1)軽量車、2)中量車、3)副室式・重量

車、4)直噴式・重量車（2.5ｔ超～5ｔ以下）、5)同（5ｔ超～12ｔ以下）、6)同（12ｔ

超）とし、ディーゼル/バスでの各検討区分別の排出係数を用いて、ディーゼル/バスと

同じ手順で排出係数を設定する。

なお、排出係数の設定にあたっては、ディーゼル/普通貨物車での燃焼方式別の構成

比、実際の貨物積載状況を加味した実際の積載状況を加味した走行時の平均車重、走行

速度区分別の走行割合を加味する。
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　　　ア．重量車での燃焼方式別の排出係数の統合

副室式/直噴式の自動車保有割合をもとに、燃焼方式別の排出係数を統合する。普通

貨物車での同割合は、副室式10％、直噴式 90％とする。（環境庁調べ）

　　　イ.普通貨物車の走行時の平均車重を加味

重量車に関しては、実際の積載状況を加味した走行時の平均車重を設定し、等価慣性

重量当たりの排出係数に乗じて重量車の排出係数とする。平成11 年度における普通貨

物車の実際の積載状況を加味した走行時の平均車重は、副室式で6.18ｔ/台、直噴式で

車両総重量 2.5～5ｔで2.91ｔ/台、同 5～12ｔで5.48ｔ/台、同 12ｔ/台で13.41ｔ/台

とする。

なお、走行時の平均車重は、下式より推計した。

走行時重量 ＝ 車両総重量 － 最大積載量×(１－積載率)

　　　ウ走行速度区分別の走行割合を加味

最後に、走行速度区分別排出係数を、道路交通センサスから得られる走行速度区分別

の走行割合（表2-1-25 参照）で加重平均し、それを設定する排出係数とする。

表 2-1- 25　走行速度区分別の走行割合

普通貨物車 走行速度区分 3～5km/h 5～10km/h 10～15km/h 15～25km/h 25～40km/h 40～60km/h 60km/h～

代表速度 4km/h 7.5km/h 12.5km/h 20km/h 32.5km/h 50km/h 70km/h

走行速度区分別の走行割合 0.02% 0.20% 0.97% 26.78% 25.86% 27.07% 19.10%

　　③排出係数

平成11年度のディーゼル/普通貨物車からのメタンの排出係数は、0.014×10-3kg/km

とする。

ここで得られた排出係数は、平成元,５,６年排ガス規制車両を対象とした排出係数で

ある。平成 12年度以降の排出係数は、各排ガス規制年別の走行速度区分別排出係数を

もとに、自動車保有台数の構成状況および各年の走行速度区分別走行割合等を用いて同

様な手順で算出する。
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表 2-1- 26　排出係数と走行速度区分別の走行割合

普通貨物車 走行速度区分 3～5km/h 5～10km/h 10～15km/h 15～25km/h 25～40km/h 40～60km/h 60km/h～

代表速度 4km/h 7.5km/h 12.5km/h 20km/h 32.5km/h 50km/h 70km/h

速度区分別排出係数（ｇ/km） 0.0998 0.0541 0.0331 0.0214 0.0138 0.0096 0.0074

走行速度区分別の走行割合 0.02% 0.20% 0.97% 26.78% 25.86% 27.07% 19.10%

排出係数（ｇ/km） 0.014

　　④平成２～10 年度（1990～98年度）の排出係数

平成2～10年度の排出係数は、平成11年度の排出係数の算定に用いた走行速度区分

別排出係数に道路交通センサスより得られる走行速度区分別の走行割合を加味して設

定する。平成2～10 年度の排出係数は、下表とする。

表 2-1- 27　排出係数

平成2
年度 3 4 5 6 7 8 9 10

普通貨物車の排出係数（ｇ/km） 0.017 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.014 0.014

　　⑤出典

・積載率について

資料名 自動車輸送統計年報　平成 10 年度分

発行日 平成 11 年９月９日

記載されている最

新のデータ
平成 10 年度のデータ

対象データ
「2-1　貨物輸送量及び原単位」（22～23 ページ）

「3-1　旅客輸送量及び原単位」（32～33 ページ）

・初度登録年別の保有台数

資料名 自動車保有車両数　自検協統計　平成11 年 3 月末

発行日 平成 11 年 10 月

記載されている最

新のデータ
平成 11 年 3 月末現在のデータ

対象データ
「初度登録年別,車種別,各種類別自動車保有車両数」（2

～25 ページ）
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・走行速度区分別の走行割合について

資料名
平成９年度　道路交通センサス（全国道路交通情勢調査）

一般交通量調査　基本集計表

発行日 平成 10 年 12 月（３年おきに刊行予定）

記載されている最

新のデータ
平成９年度のデータ

対象データ
「道路種別別沿道状況別舗装未舗装別混雑時旅行速度延

長表」（21～25 ページ）

　　⑥排出係数の課題

　　　（データ）

今回入手したデータは、平成元年、５年および６年排ガス規制対象の車両を用いて計

測したデータである。このため新たに排ガス規制が実施された場合には、規制対象車両

を用いた計測を行い、排出状況の変化を把握することが望ましい。

　　　（毎年度の係数設定）

　「2.1.1　ガソリン・ＬＰＧ/乗用車と同じため省略」

　　　（計測方法）

　「2.1.1　ガソリン・ＬＰＧ/乗用車と同じため省略」

　　　（走行試験モード）

　「2.1.1　ガソリン・ＬＰＧ/乗用車と同じため省略」

　　　（走行速度区分別走行割合）

　「2.1.1　ガソリン・ＬＰＧ/乗用車と同じため省略」

　　　（HC の排出量との関係）

　「2.1.2　ガソリン/バスと同じため省略」

　　　（燃費との関係）

　「2.1.6　ガソリン/軽貨物車と同じため省略」

　　　（排出係数の妥当性検討）

排出係数の設定方法としては、1)走行速度区分別排出係数に基づく方法、2) メタン
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の排出量の HCの排出量に対する割合より推計する方法、3)９６年ＩＰＣＣガイドライ

ンのデフォルト値がある。排出係数の設定にあたっては、計測データの状況を踏まえ、

これらの方法による推計結果を参考に設定する排出係数の妥当性を検討する必要があ

る。

これらの方法により求めた排出係数（図2-1-33参照）をみると、走行速度区分別排

出係数から求めた数値は、９６年ＩＰＣＣガイドラインのデフォルト値よりも低い水準

にある。排出係数の決定にあたっては、HCの排出係数との相関に留意するとともに、

他の方法と異なる要因を明らかにする必要がある。燃費と平均車速との関係および道路

交通センサスに基づく走行速度区分別走行割合を比較すると、排出係数の算定に用いた

道路交通センサス結果は走行速度がやや高めであると考えられ、その結果、排出係数が

低めとなると考えられる。

図 2-1- 32　排出係数の比較
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　　　　　　　　注）HC の排出係数は平成 6年度までのみ得られている

　　⑦今後の調査方針

　排出係数の課題を踏まえ、必要に応じて排出係数の設定方法の見直しを検討する。
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（３）活動量

　　①定義

各算定基礎期間におけるディーゼル/普通貨物車１台当たりの年間走行量。

　　②活動量の把握方法

　　　１）国及び地方公共団体の「実行計画」における活動量の把握方法

国及び地方公共団体では、ディーゼル/普通貨物車を保有しているため、その年間の

走行量を把握する必要がある。

　　　２）わが国における温室効果ガスの総排出量の算出における活動量の把握方法

　　　　ア.出典

資料名 自動車輸送統計年報　平成 10 年度分

発行日 平成 11 年９月９日

記載されている最

新のデータ
平成 10 年度のデータ

対象データ

「2-1　貨物輸送量及び原単位」（22～23 ページ）

「3-1　旅客輸送量及び原単位」（32～33 ページ）

「4-1　燃料消費量等総括表」（40～41 ページ）

　　　　イ.設定方法

燃費および燃料消費量をもとに、ガソリン/ディーゼル別の走行量を推計する。

　　③活動量の課題

特になし。
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２.１.11　ディーゼル/小型貨物車

（１）算定方法

　　①算定の対象

各算定基礎期間において軽油を燃料とする小型自動車のうち、貨物の運送の用に供す

る車両（ディーゼル/小型貨物車）の走行に伴って排出されるメタン（CH4）の量。

　　②算定方法

ディーゼルの小型貨物車の走行量に、排出係数を乗じて算定する。

　　③算定方法の課題

特になし。

（２）排出係数

　　①定義

ディーゼル/小型貨物車１台当たりの１km 走行に伴って排出されるｋｇで表したメ

タン（CH4）の量。

　　②設定方法

　　　ア.車両総重量区分別・燃焼方式別に排出係数を設定

国内での計測が普通貨物を中心に行われており、バス、小型貨物、特種用途での計測

データが少なく、それぞれで走行速度区分別排出係数を算出することは困難であるため、

形状、性能の類似したこれら４車種での計測データすべてを対象に車両総重量別に区分

し、各区分別に排出状況を把握する。

区分は、車両総重量・燃焼方式に従って軽量車（車両総重量 1.7ｔ以下）、中量車（1.7

ｔ超～2.5ｔ以下）、副室式・重量車（2.5ｔ超）、直噴式・重量車（2.5ｔ超～5ｔ以下）、

直噴式・重量車（5ｔ超～12ｔ以下）、直噴式・重量車（12ｔ超）に区分し、各区分別

に排出係数を設定する。これに区分別の走行時の平均車重、車両総重量別の自動車保有

台数の構成比、走行速度区分別の走行割合を加味し、排出係数を設定する。
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　　　イ.小型貨物車の走行時の平均車重を加味

重量車に関しては、実際の積載状況を加味した走行時の平均車重を設定し、等価慣性

重量当たりの排出係数に乗じて重量車の排出係数とする。

なお、走行時の平均車重は、下式より推計した。

走行時重量 ＝ 車両総重量 － 最大積載量×(１－積載率)

　　　ウ.車両総重量別の排出係数を統合

車両総重量別の自動車保有台数の構成比をもとに、軽量車、中量車、重量車の排出係

数を加重平均し、小型貨物の排出係数とする。

　　　エ.走行速度区分別の走行割合を加味

最後に、走行速度区分別に算定された排出係数を、道路交通センサスから得られる走

行速度区分別の走行割合（表2-1-28 参照）で加重平均し、それを排出係数とする。

表 2-1- 28　走行速度区分別の走行割合

小型貨物車 走行速度区分 3～5km/h 5～10km/h 10～15km/h 15～25km/h 25～40km/h 40～60km/h 60km/h～

代表速度 4km/h 7.5km/h 12.5km/h 20km/h 32.5km/h 50km/h 70km/h

走行速度区分別の走行割合 0.03% 0.23% 1.11% 23.24% 29.85% 31.16% 14.38%

　　③排出係数

平成11年度のディーゼル/小型貨物車からのメタンの排出係数は、0.0085×10-3kg/km

とする。

ここで得られた排出係数は、平成元,５,６年排ガス規制車両を対象とした排出係数で

ある。平成 12年度以降の排出係数は、各排ガス規制年別の走行速度区分別排出係数を

もとに、自動車保有台数の構成状況および各年の走行速度区分別走行割合等を用いて同

様な手順で算出する。

表 2-1- 29　排出係数と走行速度区分別の走行割合

小型貨物車 走行速度区分 3～5km/h 5～10km/h 10～15km/h 15～25km/h 25～40km/h 40～60km/h 60km/h～

代表速度 4km/h 7.5km/h 12.5km/h 20km/h 32.5km/h 50km/h 70km/h

速度区分別排出係数（ｇ/km） 0.0211 0.0144 0.0113 0.0096 0.0085 0.0079 0.0075

走行速度区分別の走行割合 0.03% 0.23% 1.11% 23.24% 29.85% 31.16% 14.38%

排出係数（ｇ/km） 0.0085
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　　④平成２～10 年度（1990～98年度）の排出係数

平成2～10年度の排出係数は、平成11年度の排出係数の算定に用いた走行速度区分

別排出係数に道路交通センサスより得られる走行速度区分別の走行割合を加味して設

定する。平成2～10 年度の排出係数は、下表とする。

表 2-1- 30　平成2～10年度の排出係数

平成2
年度 3 4 5 6 7 8 9 10

小型貨物車の排出係数（ｇ/km） 0.0094 0.0096 0.0097 0.0097 0.0097 0.0096 0.0094 0.0090 0.0087

　　⑤出典

・積載率について

資料名 自動車輸送統計年報　平成 10 年度分

発行日 平成 11 年９月９日

記載されている最

新のデータ
平成 10 年度のデータ

対象データ
「2-1　貨物輸送量及び原単位」（22～23 ページ）

「3-1　旅客輸送量及び原単位」（32～33 ページ）

・初度登録年別の保有台数

資料名 自動車保有車両数　自検協統計　平成11 年 3 月末

発行日 平成 11 年 10 月

記載されている最

新のデータ
平成 11 年 3 月末現在のデータ

対象データ
「初度登録年別,車種別,各種類別自動車保有車両数」（2

～25 ページ）

・走行速度区分別の走行割合について

資料名
平成９年度　道路交通センサス（全国道路交通情勢調査）

一般交通量調査　基本集計表

発行日 平成 10 年 12 月（３年おきに刊行予定）

記載されている最

新のデータ
平成９年度のデータ

対象データ
「道路種別別沿道状況別舗装未舗装別混雑時旅行速度延

長表」（21～25 ページ）
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　　⑥排出係数の課題

　　　（データ）

今回入手したデータは、平成元年、５年および６年排ガス規制対象の車両を用いて計

測したデータである。このため新たに排ガス規制が実施された場合には、規制対象車両

を用いた計測を行い、排出状況の変化を把握することが望ましい。

　　　（毎年度の係数設定）

　「2.1.1　ガソリン・ＬＰＧ/乗用車と同じため省略」

　　　（計測方法）

　「2.1.1　ガソリン・ＬＰＧ/乗用車と同じため省略」

　　　（走行試験モード）

　「2.1.1　ガソリン・ＬＰＧ/乗用車と同じため省略」

　　　（走行速度区分別走行割合）

　「2.1.1　ガソリン・ＬＰＧ/乗用車と同じため省略」

　　　（HC の排出量との関係）

　「2.1.2　ガソリン/バスと同じため省略」

　　　（燃費との関係）

　「2.1.6　ガソリン/軽貨物車と同じため省略」

　　　（排出係数の妥当性検討）

排出係数の設定方法としては、1)走行速度区分別排出係数に基づく方法、2) メタン

の排出量の HCの排出量に対する割合より推計する方法、3)９６年ＩＰＣＣガイドライ

ンのデフォルト値がある。排出係数の設定にあたっては、計測データの状況を踏まえ、

これらの方法による推計結果を参考に設定する排出係数の妥当性を検討する必要があ

る。

これらの方法により求めた排出係数（図2-1-34参照）をみると、走行速度区分別排

出係数から求めた数値は、９６年ＩＰＣＣガイドラインのデフォルト値よりも低い水準

にある。排出係数の決定にあたっては、HCの排出係数との相関に留意するとともに、
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他の方法と異なる要因を明らかにする必要がある。燃費と平均車速との関係および道路

交通センサスに基づく走行速度区分別走行割合を比較すると、排出係数の算定に用いた

道路交通センサス結果は走行速度がやや高めであると考えられ、その結果、排出係数が

低めとなると考えられる。

図 2-1- 33　排出係数の比較
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　　　　　　　　注）HC の排出係数は平成 6年度までのみ得られている

　　⑦今後の調査方針

　排出係数の課題を踏まえ、必要に応じて排出係数の設定方法の見直しを検討する。
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（３）活動量

　　①定義

各算定基礎期間におけるディーゼル/小型貨物車１台当たりの年間走行量。

　　②活動量の把握方法

　　　１）国及び地方公共団体の「実行計画」における活動量の把握方法

国及び地方公共団体では、ディーゼル/小型貨物車を保有しているため、その年間の

走行量を把握する必要がある。

　　　２）わが国における温室効果ガスの総排出量の算出における活動量の把握方法

　　　　ア.出典

資料名 自動車輸送統計年報　平成 10 年度分

発行日 平成 11 年９月９日

記載されている最

新のデータ
平成 10 年度のデータ

対象データ

「2-1　貨物輸送量及び原単位」（22～23 ページ）

「3-1　旅客輸送量及び原単位」（32～33 ページ）

「4-1　燃料消費量等総括表」（40～41 ページ）

　　　　イ.設定方法

燃費および燃料消費量をもとに、ガソリン/ディーゼル別の走行量を推計する。

　　③活動量の課題

特になし。
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２.１.12　ディーゼル/特種用途車

（１）算定方法

　　①算定の対象

各算定基礎期間において軽油を燃料とする普通自動車、小型自動車又は軽自動車のう

ち、散水自動車、広告宣伝用自動車、霊柩自動車その他特種な用途に供する車両（ディ

ーゼル/特種用途車）の走行に伴って排出されるメタン（CH4）の量。

なお、「特種な用途に供する自動車」は、2.1.7 を参照。

　　②算定方法

ディーゼルの特種用途車の走行量に、排出係数を乗じて算定する。

　　③算定方法の課題

特になし。

（２）排出係数

　　①定義

ディーゼル/特種用途車１台当たりの１km 走行に伴って排出されるｋｇで表したメ

タン（CH4）の量。

　　②設定方法

　　　ア.車両総重量区分別・燃焼方式別に排出係数を設定

国内での計測が普通貨物を中心に行われており、バス、小型貨物、特種用途での計測

データが少なく、それぞれで走行速度区分別排出係数を算出することは困難であるため、

形状、性能の類似したこれら４車種での計測データすべてを対象に車両総重量別に区分

し、各区分別に排出状況を把握する。

区分は、車両総重量・燃焼方式に従って軽量車（車両総重量 1.7ｔ以下）、中量車（1.7

ｔ超～2.5ｔ以下）、副室式・重量車（2.5ｔ超）、直噴式・重量車（2.5ｔ超～5ｔ以下）、

直噴式・重量車（5ｔ超～12ｔ以下）、直噴式・重量車（12ｔ超）に区分し、各区分別

に排出係数を設定する。これに区分別の実際の積載状況を加味した走行時の平均車重、

車両総重量別の自動車保有台数の構成比、走行速度区分別の走行割合を加味し、排出係
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数を設定する。

　　　イ.特種用途車の走行時の平均車重を加味

重量車に関しては、実際の積載状況を加味した走行時の平均車重を設定し、等価慣性

重量当たりの排出係数に乗じて重量車の排出係数とする。

なお、走行時の平均車重は、下式より推計した。

走行時重量 ＝ 車両総重量 － 最大積載量×(１－積載率)

　　　ウ.車両総重量別の排出係数を統合

車両総重量別の自動車保有台数の構成比をもとに、軽量車、中量車、重量車の排出係

数を加重平均し、特種用途の排出係数とする。

　　　エ.走行速度区分別の走行割合を加味

最後に、走行速度区分別に算定された排出係数を、道路交通センサスから得られる走

行速度区分別の走行割合（表2-1-31 参照）で加重平均し、それを排出係数とする。

表 2-1- 31　走行速度区分別の走行割合

特殊用途車 走行速度区分 3～5km/h 5～10km/h 10～15km/h 15～25km/h 25～40km/h 40～60km/h 60km/h～

代表速度 4km/h 7.5km/h 12.5km/h 20km/h 32.5km/h 50km/h 70km/h

走行速度区分別の走行割合 0.03% 0.24% 1.13% 15.33% 30.68% 32.12% 20.48%

　　③排出係数

平成11年度のディーゼル/特種用途車からのメタンの排出係数は、0.011×10-3kg/km

とする。

ここで得られた排出係数は、平成元,５,６年排ガス規制車両を対象とした排出係数で

ある。平成 12年度以降の排出係数は、各排ガス規制年別の走行速度区分別排出係数を

もとに、自動車保有台数の構成状況および各年の走行速度区分別走行割合等を用いて同

様な手順で算出する。
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表 2-1- 32　排出係数と走行速度区分別の走行割合

特殊用途車 走行速度区分 3～5km/h 5～10km/h 10～15km/h 15～25km/h 25～40km/h 40～60km/h 60km/h～

代表速度 4km/h 7.5km/h 12.5km/h 20km/h 32.5km/h 50km/h 70km/h

速度区分別排出係数（ｇ/km） 0.0869 0.0471 0.0289 0.0187 0.0121 0.0084 0.0065

走行速度区分別の走行割合 0.03% 0.24% 1.13% 15.33% 30.68% 32.12% 20.48%

排出係数（ｇ/km） 0.011

　　④平成２～10 年度（1990～98年度）の排出係数

平成2～10年度の排出係数は、平成11年度の排出係数の算定に用いた走行速度区分

別排出係数に道路交通センサスより得られる走行速度区分別の走行割合を加味して設

定する。平成2～10 年度の排出係数は、下表とする。

表 2-1- 33　平成2～10年度の排出係数

平成2
年度 3 4 5 6 7 8 9 10

特殊用途車の排出係数（ｇ/km） 0.014 0.015 0.014 0.013 0.014 0.014 0.014 0.011 0.011

　　⑤出典

・積載率について

資料名 自動車輸送統計年報　平成 10 年度分

発行日 平成 11 年９月９日

記載されている最

新のデータ
平成 10 年度のデータ

対象データ
「2-1　貨物輸送量及び原単位」（22～23 ページ）

「3-1　旅客輸送量及び原単位」（32～33 ページ）

・初度登録年別の保有台数

資料名 自動車保有車両数　自検協統計　平成11 年 3 月末

発行日 平成 11 年 10 月

記載されている最

新のデータ
平成 11 年 3 月末現在のデータ

対象データ
「初度登録年別,車種別,各種類別自動車保有車両数」（2

～25 ページ）

・走行速度区分別の走行割合について

資料名
平成９年度　道路交通センサス（全国道路交通情勢調査）

一般交通量調査　基本集計表

発行日 平成 10 年 12 月（３年おきに刊行予定）
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記載されている最

新のデータ
平成９年度のデータ

対象データ
「道路種別別沿道状況別舗装未舗装別混雑時旅行速度延

長表」（21～25 ページ）

　　⑥排出係数の課題

　　　（データ）

今回入手したデータは、平成元年、５年および６年排ガス規制対象の車両を用いて計

測したデータである。このため新たに排ガス規制が実施された場合には、規制対象車両

を用いた計測を行い、排出状況の変化を把握することが望ましい。

　　　（毎年度の係数設定）

　「2.1.1　ガソリン・ＬＰＧ/乗用車と同じため省略」

　　　（計測方法）

　「2.1.1　ガソリン・ＬＰＧ/乗用車と同じため省略」

　　　（走行試験モード）

　「2.1.1　ガソリン・ＬＰＧ/乗用車と同じため省略」

　　　（走行速度区分別走行割合）

　「2.1.1　ガソリン・ＬＰＧ/乗用車と同じため省略」

　　　（HC の排出量との関係）

　「2.1.2　ガソリン/バスと同じため省略」

　　　（燃費との関係）

　「2.1.6　ガソリン/軽貨物車と同じため省略」

　　　（排出係数の妥当性検討）

排出係数の設定方法としては、1)走行速度区分別排出係数に基づく方法、2) メタン

の排出量の HCの排出量に対する割合より推計する方法、3)９６年ＩＰＣＣガイドライ

ンのデフォルト値がある。排出係数の設定にあたっては、計測データの状況を踏まえ、

これらの方法による推計結果を参考に設定する排出係数の妥当性を検討する必要があ
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る。

これらの方法により求めた排出係数（図2-1-35参照）をみると、走行速度区分別排

出係数から求めた数値は、９６年ＩＰＣＣガイドラインのデフォルト値よりも低い水準

にある。排出係数の決定にあたっては、HCの排出係数との相関に留意するとともに、

他の方法と異なる要因を明らかにする必要がある。燃費と平均車速との関係および道路

交通センサスに基づく走行速度区分別走行割合を比較すると、排出係数の算定に用いた

道路交通センサス結果は走行速度がやや高めであると考えられ、その結果、排出係数が

低めとなると考えられる。

図 2-1- 34　排出係数の比較
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　　　　　　　　注）HC の排出係数は平成 6年度までのみ得られている

　　⑦今後の調査方針

　排出係数の課題を踏まえ、必要に応じて排出係数の設定方法の見直しを検討する。
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（３）活動量

　　①定義

各算定基礎期間におけるディーゼル/特種用途車１台当たりの年間走行量。

　　②活動量の把握方法

　　　１）国及び地方公共団体の「実行計画」における活動量の把握方法

国及び地方公共団体では、ディーゼル/特種用途車を保有しているため、その年間の

走行量を把握する必要がある。

　　　２）わが国における温室効果ガスの総排出量の算出における活動量の把握方法

　　　　ア.出典

資料名 自動車輸送統計年報　平成 10 年度分

発行日 平成 11 年９月９日

記載されている最

新のデータ
平成 10 年度のデータ

対象データ

「2-1　貨物輸送量及び原単位」（22～23 ページ）

「3-1　旅客輸送量及び原単位」（32～33 ページ）

「4-1　燃料消費量等総括表」（40～41 ページ）

　　　　イ.設定方法

　燃費および燃料消費量をもとに、ガソリン/ディーゼル別の走行量を推計する。

　　③活動量の課題

　特になし。
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２.２　自動車の走行による排出（三号オ(N2O)）

２.２.１　ガソリン・ＬＰＧ/乗用車

（１）算定方法

　　①算定の対象

各算定基礎期間においてガソリン又は液化石油ガス（ＬＰＧ）を燃料とする普通自動

車又は小型自動車のうち、人の運送の用に供するもので乗車定員10人以下の車両（乗

用車）の走行に伴う一酸化二窒素（N2O）の量。

　　②算定方法

ガソリンの乗用車の走行量に、排出係数を乗じて算定する。

　　③算定方法の課題

特になし。

（２）排出係数

　　①定義

ガソリン・ＬＰＧ/乗用車１台当たりの１km走行に伴って排出されるｋｇで表した一

酸化二窒素（N2O）の量。

　　②設定方法

ガソリン/乗用車からの一酸化二窒素の排出に関しては、国内で計測データが蓄積さ

れているが、測定条件が 10･15 モードや11 モードに限られ走行速度区分別排出係数を

設定することは困難である。また、入手した計測データと燃費との関係をみても、排出

量と燃費との相関関係は見いだせない状況にある。

そこで、一酸化二窒素に関しては、９６年ＩＰＣＣガイドラインのデフォルト値の更

新値となるグッドプラクティス報告書での燃費を用いた排出係数を適用する。

なお、ＬＰＧ/乗用車に関しては、計測データが得られていないため、ガソリン/乗用

車の排出係数を適用する。
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　　③排出係数

平成11年度のガソリン/乗用車からの一酸化二窒素の排出係数は、0.029×10-3kg/km

とする。

※グッドプラクティス報告書　0.0073ｇN2O/ＭＪ（Three-Way Catalyst(USA Tier1)）

　上記を下式により換算する（参考　低位発熱量について）

　0.0073ｇ/ＭＪ×0.0041868ＭＪ/kcal×低位発熱量(8,400kcal/ﾘｯﾄﾙ×0.95)

　÷燃費（8.3km/ﾘｯﾄﾙ）＝0.029×10-3kg/km

表 2-2- 1　グッドプラクティス報告書

規制対象年 (gN2O/kg fuel) (gN2O/MJ)

Low-Emission Vehicle(low sulphur fuel) 0.200 0.0045
Three-Way Catalyst (USA Tier1) 1996 0.320 0.0073
Early Three-Way Catalyst(USA Tier0) 1983 0.540 0.0120
Oxidation Catalyst 1978 0.270 0.0061
Non-Catalyst Control 1973 0.062 0.0014
Uncontrolled 1964 0.065 0.0015

ガソリン車の排出係数
グッドプラクティス報告書記載値

なお、平成11年度の排出係数の設定にあたっては、平成 10年度の燃費データを使用

しているため、平成11 年度の実績データが入手した段階で必要に応じて更新すること

を検討する。

平成12年度以降の排出係数は、各年の平均燃費を用いて同様な手順で設定する。

　　④平成２～10 年度（1990～98年度）の排出係数

グッドプラクティス報告書をもとに燃費を踏まえて毎年数値を設定する。

平成2～10年度の排出係数は、下表とする。

表 2-2- 2　平成２～10 年度（1990～98年度）の排出係数

乗用車
平成2
年度

3 4 5 6 7 8 9 10

燃費 (km/ﾘｯﾄﾙ) 9.0 8.9 8.7 8.6 8.4 8.4 8.3 8.3 8.3

排出係数 (10-3kg/km) 0.027 0.027 0.028 0.028 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029
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　　⑤出典

・ＩＰＣＣグッドプラクティス報告書

・燃費

資料名 自動車輸送統計年報　平成 10 年度分

発行日 平成 11 年９月９日

記載されている最

新のデータ
平成 10 年度のデータ

対象データ 「4-1　燃料消費量等総括表」（40～41 ページ）

　　⑥排出係数の課題

　　　（データ）

計測データが少ない状況にあり、走行試験モードの開発も含めて計測の必要性につい

て検討することが望ましい。

　　　（国内の実測）

国内では該当車種に関しての実測が少ないため、排出係数は９６年ＩＰＣＣガイドラ

インのデフォルト値を採用している。これらは、海外で計測された結果を用いて設定し

ている。しかしながら日本国内と海外では車両の仕様や使用実態が異なる状況にある。

今後は､より実態を反映させるために該当車種での実測を増やす必要性について検討す

る必要がある。

　　　（毎年度の係数設定）

　「2.1.1　ガソリン・ＬＰＧ/乗用車と同じため省略」

　　　（計測方法）

　「2.1.1　ガソリン・ＬＰＧ/乗用車と同じため省略」

　　　（走行試験モード）

一酸化二窒素は、触媒機能が働き始める特定の触媒温度が低い領域のみに集中して排

出される傾向にある。このため触媒温度が低い状態であるエンジン始動前を計測対象に

含めるか否かにより、計測結果が異なることが予想される。

現在の日本の走行モードである10・15モードは、触媒が完全に立ち上がった暖機条

件（ホットスタート）で試験を行う。一方、欧米の走行モードは冷始動段階から試験を

行うため、この特定の触媒温度の低い領域を含んでいる。このため将来的には、冷始動
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段階での排出量を加味した排出係数を設定する必要性について検討することが望まし

い。

また、温室効果ガス計測用走行モード及び計測方法の調査、研究を行い、世界的に合

意、統一された走行モード及び計測方法を策定する必要性について検討することが望ま

しい。

　　　（触媒の経年劣化）

設定した排出係数には、自動車および触媒の経年劣化による影響が加味されていない。

車齢の高い車ほど一酸化二窒素の排出量が多い傾向にあり、触媒の加齢が一酸化二窒素

排出量に及ぼす影響は大きいと考えられる。また、触媒の加齢が、一酸化二窒素排出の

増大を招くことは実験的にも確認されている。このため、自動車の経年劣化による影響、

加齢による触媒劣化の状況（車齢係数または触媒劣化係数）について検討する必要があ

る。この劣化係数は触媒組成ごとに異なるため、触媒組成別に触媒劣化係数を調査する

必要がある。また、この係数を用いた一酸化二窒素の排出量の推計に向けて、活動量と

して触媒タイプごとの自動車保有台数を推計する必要がある。

　　　（NOxの排出量との関係）

一酸化二窒素の排出量と NOx の排出量との関係は深いと考えられる。一酸化二窒素の

排出係数の設定にあたっては、NOx との相関状況も踏まえ設定する必要がある。

また、一酸化二窒素の排出状況を適切に把握できる走行試験モードが開発された場合、

試験結果より燃料消費率を把握することが可能となる。その結果、総燃料消費量から一

酸化二窒素の排出量を推計することが可能なケースも考えられる。

　　　（燃費との関係）

ＩＰＣＣグッドプラクティス報告書では、燃費をもとに排出係数を算定する手法が提

案されている。しかし、今回入手した計測データでの排出量と燃費との関係をみると、

排出量と燃費との相関関係は見いだせない状況にある。（図2-2-1参照）
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図 2-2- 1　燃費と排出量との関係
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　　　（排出係数の妥当性検討）

排出係数の設定方法としては、1)走行速度区分別排出係数に基づく方法、2)一酸化二

窒素排出量のNOx排出量に対する割合より推計する方法、3)燃費をもとに推計する方法、

4)ＩＰＣＣグッドプラクティス報告書に基づく燃費を用いて推計する方法がある。排出

係数の設定にあたっては、計測データの状況を踏まえ、これらの方法による推計結果を

参考に設定する排出係数の妥当性を検討する必要がある。

　　⑦今後の調査方針

　排出係数の課題を踏まえ、必要に応じて排出係数の設定方法の見直しを検討する。

（３）活動量

「自動車の走行に伴う排出（二号ナ（CH4)）」と同じであるため省略。
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２.２.２　ガソリン/バス

（１）算定方法

　　①算定の対象

各算定基礎期間においてガソリンを燃料とする普通自動車又は小型自動車のうち、人

の運送の用に供するもので乗車定員11人以上の車両（バス）の走行に伴う一酸化二窒

素（N2O）の量。

　　②算定方法

ガソリンのバスの走行量に、排出係数を乗じて算定する。

　　③算定方法の課題

特になし。

（２）排出係数

　　①定義

ガソリン/バス１台当たりの１km走行に伴って排出されるｋｇで表した一酸化二窒

素（N2O）の量。

　　②設定方法

ガソリン/バスからの一酸化二窒素の排出に関しては、国内での計測データはあるが、

数が少ないため、走行速度区分別排出係数を設定することが困難である。そこで排出係

数は、９６年ＩＰＣＣガイドラインのデフォルト値の更新値となるグッドプラクティス

報告書での燃費を用いた排出係数を適用する。

　　③排出係数

平成11年度のガソリン/バスからの一酸化二窒素の排出係数は、0.047×10-3kg/km と

する。

※グッドプラクティス報告書　0.0073ｇN2O/ＭＪ（Three-Way Catalyst(USA Tier1)）

　上記を下式により換算する（参考　低位発熱量について）

　0.0073ｇ/ＭＪ×0.0041868ＭＪ/kcal×低位発熱量(8,400kcal/ﾘｯﾄﾙ×0.95)
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　÷燃費（5.2km/ﾘｯﾄﾙ）

表 2-2- 3　グッドプラクティス報告書

規制対象年 (gN2O/kg fuel) (gN2O/MJ)

Low-Emission Vehicle(low sulphur fuel) 0.200 0.0045
Three-Way Catalyst (USA Tier1) 1996 0.320 0.0073
Early Three-Way Catalyst(USA Tier0) 1983 0.540 0.0120
Oxidation Catalyst 1978 0.270 0.0061
Non-Catalyst Control 1973 0.062 0.0014
Uncontrolled 1964 0.065 0.0015

ガソリン車の排出係数
グッドプラクティス報告書記載値

なお、平成11年度の排出係数の設定にあたっては、平成 10年度の燃費データを使用

しているため、平成11 年度の実績データが入手した段階で必要に応じて更新すること

を検討する。

平成12年度以降の排出係数は、各年の平均燃費を用いて同様な手順で設定する。

　　④平成２～10 年度（1990～98年度）の排出係数

グッドプラクティス報告書をもとに燃費を踏まえて毎年数値を設定する。

平成2～10年度の排出係数は、下表とする。

表 2-2- 4　平成 2～10年度の排出係数

バス
平成2
年度

3 4 5 6 7 8 9 10

燃費 (km/ﾘｯﾄﾙ) 5.5 5.7 5.6 5.4 5.0 5.3 5.0 5.2 5.2

排出係数 (10-3kg/km) 0.044 0.043 0.044 0.045 0.049 0.046 0.049 0.047 0.047

　　⑤出典

・ＩＰＣＣグッドプラクティス報告書

・燃費

資料名 自動車輸送統計年報　平成 10 年度分

発行日 平成 11 年９月９日

記載されている最

新のデータ
平成 10 年度のデータ

対象データ 「4-1　燃料消費量等総括表」（40～41 ページ）
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　　⑥排出係数の課題

　　　（データ）

　「2.2.1　ガソリン・ＬＰＧ/乗用車と同じため省略」

　　　（国内の実測）

　「2.2.1　ガソリン・ＬＰＧ/乗用車と同じため省略」

　　　（毎年度の係数設定）

　「2.1.1　ガソリン・ＬＰＧ/乗用車と同じため省略」

　　　（計測方法）

　「2.1.1　ガソリン・ＬＰＧ/乗用車と同じため省略」

　　　（走行試験モード）

　「2.2.1　ガソリン・ＬＰＧ/乗用車と同じため省略」

　　　（走行速度区分別排出係数）

ガソリン/バスの保有状況をみると、車両総重量 2.5ｔ超の重量車が主であり、この

区分に関しては、ガソリン/普通貨物車１車両で計測した 21データが得られている。こ

のデータからは、走行速度区分別の排出係数の推計が可能であるため、下記の流れに従

って走行速度区分別排出係数を用いて排出係数を推計すると、0.0035ｇ/kmとなり、９

６年ＩＰＣＣガイドラインのデフォルト値と比較すると、低い水準にある。

排出係数の設定にあたってはこの数値を採用することも考えられるが、計測したデー

タが限られること、９６年ＩＰＣＣガイドラインのデフォルト値との相違が大きいこと、

他車種の排出係数の設定方法とも整合性を取ることも望まれること、等から、これらを

踏まえ走行速度区分別排出係数を用いた排出係数は採用しないこととした。

─────────────────────────────────────

なお、推計の流れは以下の通りであり、この推計の流れは、ディーゼル車からのメタ

ンの排出係数の設定にあたって用いた手法と同様である。
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図 2-2- 2　排出係数設定の流れ

ア）

等価慣性重量当たりの排出係数に
走行時の車両重量を乗じる

イ）

速度区分別に推計した排出係数を
走行速度区分別の走行割合により
加重平均する

ウ）

排出係数
走行速度区分別の

排出係数の設定

走行速度区分別の

（単位：ｇ/km）

走行速度区分別の
排出係数

（単位：ｇ/ｔ/km）

走行時の平均車重

（単位：ｇ/km）

等価慣性重量あたりの

乗車率を加味した

（単位：ｔ/台）

走行割合

平成９年度道路交通
センサスを用いた

　　　ア）等価慣性重量あたりの走行速度区分別排出係数の推計

まず、入手した計測データをもとに、以下の推計式を用いて回帰分析を行い、得られ

た回帰式から等価慣性重量あたりの走行速度区分別（代表速度が、4、7.5、12.5、20、

32.5、50、70km/h）排出係数を算定する。下記の推計式は、エンジン負荷が大となる高

速域では排出量が増えるメカニズムを考慮した推計式である。

　　推計式　　　EF ＝ ａ÷Ｖ ＋ｂ×Ｖ ＋ｃ×Ｖ2 ＋定数

　　　　　　　EF：排出ガス量（g/t/km）

　　　　　　　Ｖ：平均車速（km/h）
　　　　　　　ａ,ｂ,ｃ：係数

入手した計測データについて先の推計式を用いて回帰分析を行った結果が、図 2-2-3

である。走行速度区分別に代表速度を設定し、回帰式での代表速度の値を等価慣性重量

あたりの走行速度区分別排出係数（表2-2-5参照）とする。
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図 2-2- 3　走行速度区分別の排出状況

Ｇ:重量貨物
（単位：mgN2O/t/km） 1995年排ガス規制対応

推計式 ＥＦ＝ 0.54541 ／Ｖ＋ -0.01477 ×Ｖ＋ 0.00015 ×Ｖ2+ 1.04096

N ＝ 21 Ｖ:平均車速
ｒ2＝ 0.400

（ｒ＝ 0.633）

0

0

0

1

1

1

1

1

0 10 20 30 40 50 60 70 80

走行モードの平均車速（km/ｈ）

計測値

推計式

表 2-2- 5　走行速度区分別排出係数

（単位：mgN2O/t/km）
走行速度区分 3～5km/h 5～10km/h 10～15km/h 15～25km/h 25～40km/h 40～60km/h 60km/h～

代表速度 4km/h 7.5km/h 12.5km/h 20km/h 32.5km/h 50km/h 70km/h

排出原単位 1.121 1.011 0.924 0.833 0.737 0.690 0.753

　　　イ）走行速度区分別排出係数の推計

次に、実際の貨物積載状況を加味した走行時の平均車重を設定し、等価慣性重量当た

りの排出係数に乗じて、走行速度区分別排出係数とする。平成11 年度における重量区

分のバスの平均車重は、4.74ｔ/台である。

なお、走行時の平均車重は、下式より推計した。

走行時重量 ＝ 車両総重量 － 乗車定員×(１－乗車率)×55kg/人

　　　ウ）排出係数の設定

そして、走行速度区分別排出係数を、道路交通センサスから得られる走行速度区分別

の走行割合（表2-2-6 参照）で加重平均し、それを設定する排出係数とする。
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表 2-2- 6　排出係数と走行速度区分別の走行割合

バス 走行速度区分 3～5km/h 5～10km/h 10～15km/h 15～25km/h 25～40km/h 40～60km/h 60km/h～

代表速度 4km/h 7.5km/h 12.5km/h 20km/h 32.5km/h 50km/h 70km/h

0.00112 0.00101 0.00092 0.00083 0.00074 0.00069 0.00075

走行時の平均車重（ｔ/台） 4.74

速度区分別排出係数（ｇ/km） 0.0053 0.0048 0.0044 0.0039 0.0035 0.0033 0.0036

走行速度区分別の走行割合 0.03% 0.25% 1.18% 9.80% 33.16% 34.79% 20.79%

排出係数（ｇ/km） 0.0035

等価慣性重量当たりの
速度区分別排出係数(ｇ/t/km)

　　　（触媒の経年劣化）

　「2.2.1　ガソリン・ＬＰＧ/乗用車と同じため省略」

　　　（NOxの排出量との関係）

　「2.2.1　ガソリン・ＬＰＧ/乗用車と同じため省略」

　　　（燃費との関係）

ＩＰＣＣグッドプラクティス報告書では、燃費をもとに排出係数を算定する手法が提

案されている。そこで、今回入手した計測データでの排出量と燃費との関係をみると、

排出量と燃費とは負の相関関係にあるとみられる。　排出係数の設定にあたっては燃費

からみた検討も必要とされる。

ガソリン/普通貨物車の重量車で得られたデータでの燃費との関係、および、平成11

年度における平均燃費3.5km/リットルを用いて排出係数を推計すると0.0043ｇ/km と

なる。

　　　（排出係数の妥当性検討）

排出係数の設定方法としては、1)走行速度区分別排出係数に基づく方法、2)一酸化二

窒素排出量のNOx排出量に対する割合より推計する方法、3)燃費をもとに推計する方法、

4)ＩＰＣＣグッドプラクティス報告書に基づく燃費を用いて推計する方法がある。排出

係数の設定にあたっては、計測データの状況を踏まえ、これらの方法による推計結果を

参考に設定する排出係数の妥当性を検討する必要がある。

これらの方法により求めた排出係数（図2-2-4 参照）をみると、排出係数として採用

したＩＰＣＣグッドプラクティス報告書に基づく燃費を用いて推計した値は最も高い

水準にある。
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図 2-2- 4　排出係数の比較

0.0036 0.0036 0.0035 0.0035 0.0035 0.0035 0.0035 0.0035 0.0035
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報告書

ガソリン/バス
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　　⑦今後の調査方針

　排出係数の課題を踏まえ、必要に応じて排出係数の設定方法の見直しを検討する。

（３）活動量

「自動車の走行に伴う排出（二号ナ（CH4)）」と同じであるため省略。
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２.２.３　ガソリン/軽自動車

（１）算定方法

　　①算定の対象

各算定基礎期間においてガソリンを燃料とする軽自動車のうち、人の運送の用に供す

る車両（軽自動車）の走行に伴う一酸化二窒素（N2O）の量。

　　②算定方法

ガソリンの軽自動車の走行量に、排出係数を乗じて算定する。

　　③算定方法の課題

特になし。

（２）排出係数

　　①定義

軽自動車１台当たりの１km走行に伴って排出されるｋｇで表した一酸化二窒素

（N2O）の量。

　　②設定方法

軽自動車からの一酸化二窒素の排出に関しては、国内での計測データはあるが、数が

少ないため、走行速度区分別排出係数を設定することが困難である。そこで排出係数は、

９６年ＩＰＣＣガイドラインのデフォルト値の更新値となるグッドプラクティス報告

書での燃費を用いた排出係数を適用する。

　　③排出係数

平成11年度のガソリン/軽乗用車からの一酸化二窒素の排出係数は、0.022×10-3kg

／km とする。

※グッドプラクティス報告書　0.0073ｇN2O/ＭＪ（Three-Way Catalyst(USA Tier1)）

　上記を下式により換算する（参考　低位発熱量について）

　0.0073ｇ/ＭＪ×0.0041868ＭＪ/kcal×低位発熱量(8,400kcal/ﾘｯﾄﾙ×0.95)

　÷燃費（11.1km/ﾘｯﾄﾙ）
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表 2-2- 7　グッドプラクティス報告書

規制対象年 (gN2O/kg fuel) (gN2O/MJ)

Low-Emission Vehicle(low sulphur fuel) 0.200 0.0045
Three-Way Catalyst (USA Tier1) 1996 0.320 0.0073
Early Three-Way Catalyst(USA Tier0) 1983 0.540 0.0120
Oxidation Catalyst 1978 0.270 0.0061
Non-Catalyst Control 1973 0.062 0.0014
Uncontrolled 1964 0.065 0.0015

ガソリン車の排出係数
グッドプラクティス報告書記載値

なお、平成11年度の排出係数の設定にあたっては、平成 10年度の燃費データを使用

しているため、平成11 年度の実績データが入手した段階で必要に応じて更新すること

を検討する。

平成12年度以降の排出係数は、各年の平均燃費を用いて同様な手順で設定する。

　　④平成２～10 年度（1990～98年度）の排出係数

グッドプラクティス報告書をもとに燃費を踏まえて毎年数値を設定する。

平成2～10年度の排出係数は、下表とする。

表 2-2- 8　平成２～10 年度（1990～98年度）の排出係数

軽乗用車
平成2
年度

3 4 5 6 7 8 9 10

燃費 (km/ﾘｯﾄﾙ) 12.9 12.5 12.2 12.0 11.8 11.7 11.5 11.2 11.1

排出係数 (10-3kg/km) 0.019 0.020 0.020 0.020 0.021 0.021 0.021 0.022 0.022

　　⑤出典

・ＩＰＣＣグッドプラクティス報告書

・燃費

資料名 自動車輸送統計年報　平成 10 年度分

発行日 平成 11 年９月９日

記載されている最

新のデータ
平成 10 年度のデータ

対象データ 「4-1　燃料消費量等総括表」（40～41 ページ）

　　⑥排出係数の課題

　　　（データ）

　「2.2.1　ガソリン・ＬＰＧ/乗用車と同じため省略」

　　　（国内の実測）



97

　「2.2.1　ガソリン・ＬＰＧ/乗用車と同じため省略」

　　　（毎年度の係数設定）

　「2.1.1　ガソリン・ＬＰＧ/乗用車と同じため省略」

　　　（計測方法）

　「2.1.1　ガソリン・ＬＰＧ/乗用車と同じため省略」

　　　（走行試験モード）

　「2.2.1　ガソリン・ＬＰＧ/乗用車と同じため省略」

　　　（触媒の経年劣化）

　「2.2.1　ガソリン・ＬＰＧ/乗用車と同じため省略」

　　　（NOxの排出量との関係）

　「2.2.1　ガソリン・ＬＰＧ/乗用車と同じため省略」

　　　（燃費との関係）

ＩＰＣＣグッドプラクティス報告書では、燃費をもとに排出係数を算定する手法が提

案されている。排出係数の設定にあたっては燃費からみた検討も必要とされる。

　　　（排出係数の妥当性検討）

排出係数の設定方法としては、1)走行速度区分別排出係数に基づく方法、2)一酸化二

窒素排出量のNOx排出量に対する割合より推計する方法、3)燃費をもとに推計する方法、

4)ＩＰＣＣグッドプラクティス報告書に基づく燃費を用いて推計する方法がある。排出

係数の設定にあたっては、計測データの状況を踏まえ、これらの方法による推計結果を

参考に設定する排出係数の妥当性を検討する必要がある。

　　⑦今後の調査方針

　排出係数の課題を踏まえ、必要に応じて排出係数の設定方法の見直しを検討する。

（３）活動量

「自動車の走行に伴う排出（二号ナ（CH4)）」と同じであるため省略。
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２.２.４　ガソリン/普通貨物車

（１）算定方法

　　①算定の対象

各算定基礎期間においてガソリンを燃料とする普通自動車のうち、貨物の運送の用に

供する車両（普通貨物車）の走行に伴う一酸化二窒素（N2O）の量。

　　②算定方法

ガソリンの普通貨物車の走行量に、排出係数を乗じて算定する。

　　③算定方法の課題

特になし。

（２）排出係数

　　①定義

ガソリン/普通貨物車１台当たりの１km走行に伴って排出されるｋｇで表した一酸

化二窒素（N2O）の量。

　　②設定方法

ガソリン/普通貨物車からの一酸化二窒素の排出に関しては、国内での計測データは

あるが、数が少ないため、走行速度区分別排出係数を設定することが困難である。そこ

で排出係数は、９６年ＩＰＣＣガイドラインのデフォルト値の更新値となるグッドプラ

クティス報告書での燃費を用いた排出係数を適用する。

　　③排出係数

平成11年度のガソリン/普通貨物車からの一酸化二窒素の排出係数は、0.039×10-3

ｋｇ／ｋｍとする。

※グッドプラクティス報告書　0.0073ｇN2O/ＭＪ（Three-Way Catalyst(USA Tier1)）

　上記を下式により換算する（参考　低位発熱量について）こととなる。

0.0073ｇ/ＭＪ×0.0041868ＭＪ/kcal×低位発熱量(8,400kcal/ﾘｯﾄﾙ×0.95)

　÷燃費（6.2km/ﾘｯﾄﾙ）＝0.039×10-3kg／km
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表 2-2- 9　グッドプラクティス報告書

規制対象年 (gN2O/kg fuel) (gN2O/MJ)

Low-Emission Vehicle(low sulphur fuel) 0.200 0.0045
Three-Way Catalyst (USA Tier1) 1996 0.320 0.0073
Early Three-Way Catalyst(USA Tier0) 1983 0.540 0.0120
Oxidation Catalyst 1978 0.270 0.0061
Non-Catalyst Control 1973 0.062 0.0014
Uncontrolled 1964 0.065 0.0015

ガソリン車の排出係数
グッドプラクティス報告書記載値

なお、平成11年度の排出係数の設定にあたっては、平成 10年度の燃費データを使用

しているため、平成11 年度の実績データが入手した段階で必要に応じて更新すること

を検討する。

平成12年度以降の排出係数は、各年の平均燃費を用いて同様な手順で設定する。

　　④平成２～10 年度（1990～98年度）の排出係数

グッドプラクティス報告書をもとに燃費を踏まえて毎年数値を設定する。

平成2～10年度の排出係数は、下表とする。

表 2-2- 10　平成２～10年度（1990～98年度）の排出係数

普通貨物車
平成2
年度

3 4 5 6 7 8 9 10

燃費 (km/ﾘｯﾄﾙ) 6.2 6.3 6.3 6.2 6.2 5.9 5.8 6.1 6.2

排出係数 (10-3kg/km) 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.041 0.042 0.040 0.039

　　⑤出典

・ＩＰＣＣグッドプラクティス報告書

・燃費

資料名 自動車輸送統計年報　平成 10 年度分

発行日 平成 11 年９月９日

記載されている最

新のデータ
平成 10 年度のデータ

対象データ 「4-1　燃料消費量等総括表」（40～41 ページ）

　　⑥排出係数の課題

　　　（データ）

　「2.2.1　ガソリン・ＬＰＧ/乗用車と同じため省略」
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　　　（国内の実測）

　「2.2.1　ガソリン・ＬＰＧ/乗用車と同じため省略」

　　　（毎年度の係数設定）

　「2.1.1　ガソリン・ＬＰＧ/乗用車と同じため省略」

　　　（計測方法）

　「2.1.1　ガソリン・ＬＰＧ/乗用車と同じため省略」

　　　（走行試験モード）

　「2.2.1　ガソリン・ＬＰＧ/乗用車と同じため省略」

　　　（触媒の経年劣化）

　「2.2.1　ガソリン・ＬＰＧ/乗用車と同じため省略」

　　　（NOxの排出量との関係）

一酸化二窒素の排出量と NOx の排出量との関係は深いと考えられる。一酸化二窒素の

排出係数の設定にあたっては、NOx との相関状況も踏まえ設定する必要がある。

今回得られた重量車での NOx と N2O の排出状況をみると、概ね相関関係があるとみら

れる。（図2-2-5参照）

また、一酸化二窒素の排出状況を適切に把握できる走行試験モードが開発された場合、

試験結果より燃料消費率を把握することが可能となる。その結果、総燃料消費量から一

酸化二窒素の排出量を推計することが可能なケースも考えられる。

図 2-2- 5　NOx と N2O の排出状況
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Ｇ:重量貨物 1995年排ガス規制対応
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　　　（燃費との関係）

ＩＰＣＣグッドプラクティス報告書では、燃費をもとに排出係数を算定する手法が提

案されている。そこで、今回得られた計測データでの排出量と燃費との関係をみると、

排出量と燃費とは負の相関関係にあるとみられる。排出係数の設定にあたっては燃費か

らみた検討も必要とされる。

国内での普通貨物での計測は、車両総重量2.5ｔ超（重量区分）のみで計測試験が行

われており、車両総重量 2.5ｔ以下（軽量区分および中量区分）では行われていない。

ガソリン/普通貨物車の保有台数は、重量区分の割合が４割であり、軽量および中量

区分が６割を占めている。このため、ここで対象としているガソリン/普通貨物車の走

行速度区分別排出係数を設定することが困難である。

　ＩＰＣＣグッドプラクティス報告書では、燃費をもとに排出係数を算定する手法が提

案されている。そこで、今回入手した計測データでの排出量と燃費との関係をみると、

排出量と燃費とは負の相関関係にあるとみられる。（図2-2-6 参照）

図 2-2- 6　燃費と排出量との関係
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Ｙ ＝ 1.49 ÷Ｘ＋ 0.62

r2 ＝ 0.42

（ｒ ＝ 0.65）

そこで、燃費と排出量との関係を、以下の推計式を用いて回帰分析を行い、得られた

回帰式から等価慣性重量あたりの排出係数を算出する。

　　推計式　　　EF ＝ ａ÷ Ｆ ＋定数

　　　　　　　EF：排出ガス量（g/ｔ/km）

　　　　　　　Ｆ：燃費（km/ﾘｯﾄﾙ）

　　　　　　　ａ：係数

得られた推計式に、平成11年度におけるガソリン/普通貨物車の燃費を乗じて、等価

慣性重量あたりの排出係数を算定する。そして、これに平成 11年度におけるガソリン/

普通貨物車の走行時の平均車重を乗じた値を排出係数とする。平成 11年度における燃
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費は5.2ｋｍ/リットル、平均車重は 4.74ｔ/台である。

なお、走行時の平均車重は、下式より推計した。

走行時重量 ＝ 車両総重量 － 最大積載量×(１－積載率)

　　　（排出係数の妥当性検討）

排出係数の設定方法としては、1)走行速度区分別排出係数に基づく方法、2)一酸化二

窒素排出量のNOx排出量に対する割合より推計する方法、3)燃費をもとに推計する方法、

4)ＩＰＣＣグッドプラクティス報告書に基づく燃費を用いて推計する方法がある。排出

係数の設定にあたっては、計測データの状況を踏まえ、これらの方法による推計結果を

参考に設定する排出係数の妥当性を検討する必要がある。

これらの方法により求めた排出係数（図2-2-7 参照）をみると、燃費から求めた数値

は、ＩＰＣＣグッドプラクティス報告書に基づく燃費を用いて推計した値よりも低い水

準にある。排出係数の決定にあたっては、他の方法と異なる要因を明らかにする必要が

ある。

図 2-2- 7　排出係数の比較
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　　⑦今後の調査方針

　排出係数の課題を踏まえ、必要に応じて排出係数の設定方法の見直しを検討する。

（３）活動量

「自動車の走行に伴う排出（二号ナ（CH4)）」と同じであるため省略。
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２.２.５　ガソリン/小型貨物車

（１）算定方法

　　①算定の対象

各算定基礎期間においてガソリンを燃料とする小型自動車のうち、貨物の運送の用に

供する車両（小型貨物車）の走行に伴う一酸化二窒素（N2O）の量。

　　②算定方法

ガソリンの小型貨物車の走行量に、排出係数を乗じて算定する。

　　③算定方法の課題

特になし。

（２）排出係数

　　①定義

ガソリン/小型貨物車１台当たりの１km走行に伴って排出されるｋｇで表した一酸

化二窒素（N2O）の量。

　　②設定方法

ガソリン/小型貨物車からの一酸化二窒素の排出に関しては、国内での計測データは

あるが、数が少ないため、走行速度区分別排出係数を設定することが困難である。そこ

で排出係数は、９６年ＩＰＣＣガイドラインのデフォルト値の更新値となるグッドプラ

クティス報告書での燃費を用いた排出係数を適用する。

　　③排出係数

平成11年度のガソリン/小型貨物車からの一酸化二窒素の排出係数は、0.027×10-3kg

／km とする。

※グッドプラクティス報告書　0.0073ｇN2O/ＭＪ（Three-Way Catalyst(USA Tier1)）

　上記を下式により換算する（参考　低位発熱量について）

　0.0073ｇ/ＭＪ×0.0041868ＭＪ/kcal×低位発熱量(8,400kcal/ﾘｯﾄﾙ×0.95)

　÷燃費（9.0km/ﾘｯﾄﾙ）
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表 2-2- 11　グッドプラクティス報告書

規制対象年 (gN2O/kg fuel) (gN2O/MJ)

Low-Emission Vehicle(low sulphur fuel) 0.200 0.0045
Three-Way Catalyst (USA Tier1) 1996 0.320 0.0073
Early Three-Way Catalyst(USA Tier0) 1983 0.540 0.0120
Oxidation Catalyst 1978 0.270 0.0061
Non-Catalyst Control 1973 0.062 0.0014
Uncontrolled 1964 0.065 0.0015

ガソリン車の排出係数
グッドプラクティス報告書記載値

なお、平成11年度の排出係数の設定にあたっては、平成 10年度の燃費データを使用

しているため、平成11 年度の実績データが入手した段階で必要に応じて更新すること

を検討する。

平成12年度以降の排出係数は、各年の平均燃費を用いて同様な手順で設定する。

　　④平成２～10 年度（1990～98年度）の排出係数

グッドプラクティス報告書をもとに燃費を踏まえて毎年数値を設定する。

平成2～10年度の排出係数は、下表とする。

表 2-2- 12　平成２～10年度（1990～98年度）の排出係数

小型貨物車
平成2
年度

3 4 5 6 7 8 9 10

燃費 (km/ﾘｯﾄﾙ) 9.0 9.1 8.6 8.5 8.4 8.5 8.4 8.4 9.0

排出係数 (10-3kg/km) 0.027 0.027 0.028 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.027

　　⑤出典

・ＩＰＣＣグッドプラクティス報告書

・燃費

資料名 自動車輸送統計年報　平成 10 年度分

発行日 平成 11 年９月９日

記載されている最

新のデータ
平成 10 年度のデータ

対象データ 「4-1　燃料消費量等総括表」（40～41 ページ）
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　　⑥排出係数の課題

　　　（データ）

　「2.2.1　ガソリン・ＬＰＧ/乗用車と同じため省略」

　　　（国内の実測）

　「2.2.1　ガソリン・ＬＰＧ/乗用車と同じため省略」

　　　（毎年度の係数設定）

　「2.1.1　ガソリン・ＬＰＧ/乗用車と同じため省略」

　　　（計測方法）

　「2.1.1　ガソリン・ＬＰＧ/乗用車と同じため省略」

　　　（走行試験モード）

　「2.2.1　ガソリン・ＬＰＧ/乗用車と同じため省略」

　　　（触媒の経年劣化）

　「2.2.1　ガソリン・ＬＰＧ/乗用車と同じため省略」

　　　（NOxの排出量との関係）

　「2.2.1　ガソリン・ＬＰＧ/乗用車と同じため省略」

　　　（燃費との関係）

ＩＰＣＣグッドプラクティス報告書では、燃費をもとに排出係数を算定する手法が提

案されている。そこで、今回入手した計測データでの排出量と燃費との関係をみると、

排出量と燃費とは負の相関関係にあるとみられる。　排出係数の設定にあたっては燃費

からみた検討も必要とされる。

ガソリン/普通貨物車での等価慣性重量当たりの排出量を用いて、ガソリン/普通貨物

車と同じ手順で、等価慣性重量当たりの排出量に平成11年度におけるガソリン/小型貨

物車の実際の積載状況を加味した走行時の平均車重を乗じた値を排出係数とする。平成

11年度における燃費は 9.0ｋｍ/リットル、平均車重は1.36ｔ/台である。

なお、走行時の平均車重は、下式より推計した。

走行時重量 ＝ 車両総重量 － 最大積載量×(1－積載効率)
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　　　（排出係数の妥当性検討）

排出係数の設定方法としては、1)走行速度区分別排出係数に基づく方法、2)一酸化二

窒素排出量のNOx排出量に対する割合より推計する方法、3)燃費をもとに推計する方法、

4)ＩＰＣＣグッドプラクティス報告書に基づく燃費を用いて推計する方法がある。排出

係数の設定にあたっては、計測データの状況を踏まえ、これらの方法による推計結果を

参考に設定する排出係数の妥当性を検討する必要がある。

これらの方法により求めた排出係数（図2-2-8 参照）をみると、燃費から求めた数値

は、ＩＰＣＣグッドプラクティス報告書に基づく燃費を用いて推計した値よりも低い水

準にある。排出係数の決定にあたっては、他の方法と異なる要因を明らかにする必要が

ある。

図 2-2- 8　排出係数の比較
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　　⑦今後の調査方針

　排出係数の課題を踏まえ、必要に応じて排出係数の設定方法の見直しを検討する。

（３）活動量

「自動車の走行に伴う排出（二号ナ（CH4)）」と同じであるため省略。
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２.２.６　ガソリン/軽貨物車

（１）算定方法

　　①算定の対象

各算定基礎期間においてガソリンを燃料とする軽自動車のうち、貨物の運送の用に供

する車両（軽貨物車）の走行に伴う一酸化二窒素（N2O）の量。

　　②算定方法

ガソリンの軽貨物車の走行量に、排出係数を乗じて算定する。

　　③算定方法の課題

特になし。

（２）排出係数

　　①定義

ガソリン/軽貨物車１台当たりの１km走行に伴って排出されるｋｇで表した一酸化

二窒素（N2O）の量。

　　②設定方法

ガソリン/軽貨物車からの一酸化二窒素の排出に関しては、国内で計測試験が行われ

ているが、数が少ないため、走行速度区分別排出係数を設定することは困難である。

そこで、排出係数は、９６年ＩＰＣＣガイドラインのデフォルト値の更新値となるグ

ッドプラクティス報告書での燃費を用いた排出係数を適用する。

　　③排出係数

平成11年度のガソリン/軽貨物車からの一酸化二窒素の排出係数は、0.023×10-3ｋｇ

/km とする。

※グッドプラクティス報告書　0.0073ｇN2O/ＭＪ（Three-Way Catalyst(USA Tier1)）

　上記を下式により換算する（参考　低位発熱量について）

　0.0073ｇ/ＭＪ×0.0041868ＭＪ/kcal×低位発熱量(8,400kcal/ﾘｯﾄﾙ×0.95)

　÷燃費（10.7km/ﾘｯﾄﾙ）＝0.023×10-3kg/km
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表 2-2- 13　グッドプラクティス報告書

規制対象年 (gN2O/kg fuel) (gN2O/MJ)

Low-Emission Vehicle(low sulphur fuel) 0.200 0.0045
Three-Way Catalyst (USA Tier1) 1996 0.320 0.0073
Early Three-Way Catalyst(USA Tier0) 1983 0.540 0.0120
Oxidation Catalyst 1978 0.270 0.0061
Non-Catalyst Control 1973 0.062 0.0014
Uncontrolled 1964 0.065 0.0015

ガソリン車の排出係数
グッドプラクティス報告書記載値

なお、平成11年度の排出係数の設定にあたっては、平成 10年度の燃費データを使用

しているため、平成11 年度の実績データが入手した段階で必要に応じて更新すること

を検討する。

平成12年度以降の排出係数は、各年の平均燃費を用いて同様な手順で設定する。

　　④平成２～10 年度（1990～98年度）の排出係数

グッドプラクティス報告書をもとに燃費を踏まえて毎年数値を設定する。

平成2～10年度の排出係数は、下表とする。

表 2-2- 14　平成２～10年度（1990～98年度）の排出係数

軽貨物車
平成2
年度

3 4 5 6 7 8 9 10

燃費 (km/ﾘｯﾄﾙ) 11.7 11.4 11.1 11.0 11.0 10.9 10.7 10.8 10.7

排出係数 (10-3kg/km) 0.021 0.021 0.022 0.022 0.022 0.022 0.023 0.023 0.023

　　⑤出典

・ＩＰＣＣグッドプラクティス報告書

・燃費

資料名 自動車輸送統計年報　平成 10 年度分

発行日 平成 11 年９月９日

記載されている最

新のデータ
平成 10 年度のデータ

対象データ 「4-1　燃料消費量等総括表」（40～41 ページ）

　　⑥排出係数の課題

　　　（データ）

　「2.2.1　ガソリン・ＬＰＧ/乗用車と同じため省略」
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　　　（国内の実測）

　「2.2.1　ガソリン・ＬＰＧ/乗用車と同じため省略」

　　　（毎年度の係数設定）

　「2.1.1　ガソリン・ＬＰＧ/乗用車と同じため省略」

　　　（計測方法）

　「2.1.1　ガソリン・ＬＰＧ/乗用車と同じため省略」

　　　（走行試験モード）

　「2.2.1　ガソリン・ＬＰＧ/乗用車と同じため省略」

　　　（触媒の経年劣化）

　「2.2.1　ガソリン・ＬＰＧ/乗用車と同じため省略」

　　　（NOxの排出量との関係）

　「2.2.1　ガソリン・ＬＰＧ/乗用車と同じため省略」

　　　（燃費との関係）

ＩＰＣＣグッドプラクティス報告書では、燃費をもとに排出係数を算定する手法が提

案されている。排出係数の設定にあたっては燃費からみた検討も必要とされる。

　　　（排出係数の妥当性検討）

　「2.2.3　ガソリン/軽自動車と同じため省略」

　　⑦今後の調査方針

　排出係数の課題を踏まえ、必要に応じて排出係数の設定方法の見直しを検討する。

（３）活動量

「自動車の走行に伴う排出（二号ナ（CH4)）」と同じであるため省略。
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２.２.７　ガソリン/特種用途車

（１）算定方法

　　①算定の対象

各算定基礎期間においてガソリンを燃料とする普通自動車、小型自動車又は軽自動車

のうち、散水自動車、広告宣伝用自動車、霊柩自動車その他特種の用途に供する車両（特

種用途車）の走行に伴う一酸化二窒素（N2O）の量。

なお、「特種の用途に供する自動車」は、2.1.7 を参照。

　　②算定方法

ガソリンの特種用途車の走行量に、排出係数を乗じて算定する。

　　③算定方法の課題

特になし。

（２）排出係数

　　①定義

ガソリン/特種用途車１台当たりの１km走行に伴って排出されるｋｇで表した一酸

化二窒素（N2O）の量。

　　②設定方法

ガソリン/軽貨物車からの一酸化二窒素の排出に関しては、国内で計測試験が行われ

ているが、数が少ないため、走行速度区分別排出係数を設定することは困難である。

そこで、排出係数は、９６年ＩＰＣＣガイドラインのデフォルト値の更新値となるグ

ッドプラクティス報告書での燃費を用いた排出係数を適用する。

　　③排出係数

平成11年度のガソリン/特種用途車からの一酸化二窒素の排出係数は、0.038×10-3

ｋｇ/km とする。

※グッドプラクティス報告書　0.0073ｇN2O/ＭＪ（Three-Way Catalyst(USA Tier1)）
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上記を下式により換算する。（参考　低位発熱量について）

　0.0073ｇ/ＭＪ×0.0041868ＭＪ/kcal×低位発熱量(8,400kcal/ﾘｯﾄﾙ×0.95)

　÷燃費（6.4km/ﾘｯﾄﾙ）

表 2-2- 15　グッドプラクティス報告書

規制対象年 (gN2O/kg fuel) (gN2O/MJ)

Low-Emission Vehicle(low sulphur fuel) 0.200 0.0045
Three-Way Catalyst (USA Tier1) 1996 0.320 0.0073
Early Three-Way Catalyst(USA Tier0) 1983 0.540 0.0120
Oxidation Catalyst 1978 0.270 0.0061
Non-Catalyst Control 1973 0.062 0.0014
Uncontrolled 1964 0.065 0.0015

ガソリン車の排出係数
グッドプラクティス報告書記載値

なお、平成11年度の排出係数の設定にあたっては、平成 10年度の燃費データを使用

しているため、平成11 年度の実績データが入手した段階で必要に応じて更新すること

を検討する。

平成12年度以降の排出係数は、各年の平均燃費を用いて同様な手順で設定する。

　　④平成２～10 年度（1990～98年度）の排出係数

平成2～10年度の排出係数は、燃費と排出量の関係より得られる回帰式に毎年の燃費

を乗じて得られる数値を排出係数とする。

表 2-2- 16　平成２～10年度（1990～98年度）の排出係数

特種用途車
平成2
年度

3 4 5 6 7 8 9 10

燃費 (km/ﾘｯﾄﾙ) 6.3 6.0 6.1 6.0 6.1 5.8 6.0 6.1 6.4

排出係数 (10-3kg/km) 0.039 0.041 0.040 0.041 0.040 0.042 0.041 0.040 0.038

　　⑤出典

・ＩＰＣＣグッドプラクティス報告書

・燃費

資料名 自動車輸送統計年報　平成 10 年度分

発行日 平成 11 年９月９日

記載されている最

新のデータ
平成 10 年度のデータ

対象データ 「4-1　燃料消費量等総括表」（40～41 ページ）

　　⑥排出係数の課題
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　　　（データ）

　「2.2.1　ガソリン・ＬＰＧ/乗用車と同じため省略」

　　　（国内の実測）

　「2.2.1　ガソリン・ＬＰＧ/乗用車と同じため省略」

　　　（毎年度の係数設定）

　「2.1.1　ガソリン・ＬＰＧ/乗用車と同じため省略」

　　　（計測方法）

　「2.1.1　ガソリン・ＬＰＧ/乗用車と同じため省略」

　　　（走行試験モード）

　「2.2.1　ガソリン・ＬＰＧ/乗用車と同じため省略」

　　　（触媒の経年劣化）

　「2.2.1　ガソリン・ＬＰＧ/乗用車と同じため省略」

　　　（NOxの排出量との関係）

　「2.2.1　ガソリン・ＬＰＧ/乗用車と同じため省略」

　　　（燃費との関係）

ＩＰＣＣグッドプラクティス報告書では、燃費をもとに排出係数を算定する手法が提

案されている。排出係数の設定にあたっては燃費からみた検討も必要とされる。

ＩＰＣＣグッドプラクティス報告書では、燃費をもとに排出係数を算定する手法が提

案されている。そこで、ガソリン/普通貨物車での等価慣性重量当たりの排出量を用い

て、ガソリン/普通貨物車と同じ手順で、等価慣性重量当たりの排出量に平成 11年度に

おけるガソリン/特種用途車の実際の積載状況を加味した走行時の平均車重を乗じた値

を排出係数とする。平成 11年度における燃費は 6.4ｋｍ/リットル、平均車重は2.22

ｔ/台である。
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　　　（排出係数の妥当性検討）

排出係数の設定方法としては、1)走行速度区分別排出係数に基づく方法、2)一酸化二

窒素排出量のNOx排出量に対する割合より推計する方法、3)燃費をもとに推計する方法、

4)ＩＰＣＣグッドプラクティス報告書に基づく燃費を用いて推計する方法がある。排出

係数の設定にあたっては、計測データの状況を踏まえ、これらの方法による推計結果を

参考に設定する排出係数の妥当性を検討する必要がある。

これらの方法により求めた排出係数（図2-2-9 参照）をみると、燃費から求めた数値

は、ＩＰＣＣグッドプラクティス報告書に基づく燃費を用いて推計した値よりも低い水

準にある。排出係数の決定にあたっては、他の方法と異なる要因を明らかにする必要が

ある。

図 2-2- 9　排出係数の比較

0.0021 0.0021 0.0020 0.0020 0.0019 0.0020 0.0020 0.0019 0.0019 0.0019

0.038

0.000

0.005

0.010

0.015

0.020

0.025

0.030

0.035

0.040

0.045

平成2
年度

3 4 5 6 7 8 9 10 11

燃費ベースで
求めた場合

ｸﾞｯﾄﾞﾌﾟﾗｸﾃｨｽ
報告書

ガソリン/特種用途
(単位：ｇN2O/km)

　　⑦今後の調査方針

　排出係数の課題を踏まえ、必要に応じて排出係数の設定方法の見直しを検討する。

（３）活動量

「自動車の走行に伴う排出（二号ナ（CH4)）」と同じであるため省略。
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２.２.８　ディーゼル/乗用車

（１）算定方法

　　①算定の対象

各算定基礎期間において軽油を燃料とする普通自動車又は小型自動車のうち、人の運

送の用に供するもので乗車定員 10人以下の車両（乗用車）の走行に伴う一酸化二窒素

（N2O）の量。

　　②算定方法

ディーゼルの乗用車の走行量に、排出係数を乗じて算定する。

　　③算定方法の課題

特になし。

（２）排出係数

　　①定義

ディーゼル/乗用車１台当たりの１km走行に伴って排出されるｋｇで表した一酸化

二窒素（N2O）の量。

　　②設定方法

ディーゼル/乗用車からの一酸化二窒素の排出に関しては、国内で計測試験が行われ

ているが、量的に少ない状況である。そこで、排出係数は、９６年ＩＰＣＣガイドライ

ンのデフォルト値を適用する。

　　③排出係数

平成11年度のディーゼル/乗用車からの一酸化二窒素の排出係数は、0.007×10-3kg

／km とする。

　　④平成２～10 年度（1990～98年度）の排出係数

平成2～10年度の排出係数は、平成11年度と同じとする。
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　　⑤出典

９６年ＩＰＣＣガイドライン

表 2-2- 17　９６年ＩＰＣＣガイドラインのデフォルト値

　　⑥排出係数の課題

　　　（データ）

　「2.2.1　ガソリン・ＬＰＧ/乗用車と同じため省略」

　　　（国内の実測）

　「2.1.2　ガソリン/バスと同じため省略」

　　　（毎年度の係数設定）
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　「2.1.1　ガソリン・ＬＰＧ/乗用車と同じため省略」

　　　（計測方法）

　「2.1.1　ガソリン・ＬＰＧ/乗用車と同じため省略」

　　　（走行試験モード）

　「2.2.1　ガソリン・ＬＰＧ/乗用車と同じため省略」

　　　（走行速度区分別排出係数）

ディーゼル/乗用車からの一酸化二窒素の排出に関しては、国内で計測データが蓄積

されており、走行速度区分別排出係数を設定することが可能である。そこで、走行速度

区分別の排出係数を計測データより求め、道路交通センサスから得られる走行速度区分

別の走行割合で加重平均すると 0.0034g/km となった。この数値は、排出係数として採

用した９６年ＩＰＣＣガイドラインのデフォルト値と比べて低い水準にある。

排出係数の設定にあたってはこの数値を採用することも考えられるが、計測したデー

タが限られていること、グッドプラクティス報告書を元に推計した数値との相違が大き

いこと、他車種の排出係数の設定とも整合性をとることも望まれること、等から、これ

らを踏まえ走行速度区分別排出係数を用いた排出係数は採用しないこととした。

─────────────────────────────────────

なお、推計の流れは以下の通りであり、この推計の流れは、ディーゼル車からのメタ

ンの排出係数の設定にあたって用いた手法と同様である。

図 2-2- 10　推計の流れ

ア）

速度区分別に推計した排出係数を
走行速度区分別の走行割合により
加重平均する

イ）

（単位：ｇ/km）

走行割合

平成９年度道路交通
センサスを用いた

排出係数
走行速度区分別の

排出係数の設定

走行速度区分別の

（単位：ｇ/km）

　　　ア）走行速度区分別排出係数の推計

入手した計測データをもとに、以下の推計式を用いて回帰分析を行い、得られた回帰

式から走行速度区分別（代表速度が、4、7.5、12.5、20、32.5、50、70km/h）排出係数
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を算定する。

　　推計式　　　EF ＝ ａ÷Ｖ ＋定数

　　　　　　　EF：排出ガス量（g/km）

　　　　　　　Ｖ：平均車速（km/h）

　　　　　　　ａ：係数

入手した計測データについて先の推計式を用いて回帰分析を行った結果が、図2-2-

11 である。走行速度区分別に代表速度を設定し、回帰式での代表速度の値を走行速度

区分別排出係数（表2-2-18参照）とする。

図 2-2- 11　走行速度区分別の排出状況
1994年排ガス規制対応

（単位：mgN2O/km） Ｄ:乗用

推計式 ＥＦ＝ 34.139 ／Ｖ＋ 2.23699

N ＝ 21 Ｖ:平均車速
ｒ

2
＝ 0.981

（ｒ＝ 0.990）
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表 2-2- 18　走行速度区分別排出係数
（単位：mgN2O/km）

走行速度区分 3～5km/h 5～10km/h 10～15km/h 15～25km/h 25～40km/h 40～60km/h 60km/h～
代表速度 4km/h 7.5km/h 12.5km/h 20km/h 32.5km/h 50km/h 70km/h

排出原単位 10.772 6.789 4.968 3.944 3.287 2.920 2.725

　　　イ）排出係数の設定

次に、走行速度区分別排出係数を、道路交通センサスから得られる走行速度区分別の

走行割合（表2-2-19参照）で加重平均する。得られた数値は、0.0034g/kmとなった。

表 2-2- 19　排出係数と走行速度区分別の走行割合

乗用車 走行速度区分 3～5km/h 5～10km/h 10～15km/h 15～25km/h 25～40km/h 40～60km/h 60km/h～

代表速度 4km/h 7.5km/h 12.5km/h 20km/h 32.5km/h 50km/h 70km/h

速度区分別排出係数（ｇ/km） 0.0108 0.0068 0.0050 0.0039 0.0033 0.0029 0.0027

走行速度区分別の走行割合 0.02% 0.19% 0.87% 36.87% 25.11% 26.28% 10.66%

排出係数（ｇ/km） 0.0034

　　　（触媒の経年劣化）

　「2.2.1　ガソリン・ＬＰＧ/乗用車と同じため省略」
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　　　（NOxの排出量との関係）

一酸化二窒素の排出量と NOx の排出量との関係は深いと考えられる。一酸化二窒素の

排出係数の設定にあたっては、NOx との相関状況も踏まえ設定する必要がある。

今回入手した計測データをもとにNOxと N2Oの排出状況をみると、概ね相関関係があ

るとみられる。

また、一酸化二窒素の排出状況を適切に把握できる走行試験モードが開発された場合、

試験結果より燃料消費率を把握することが可能となる。その結果、総燃料消費量から一

酸化二窒素の排出量を推計することが可能なケースも考えられる。

図 2-2- 12　NOx と N2O の排出状況
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Ｄ:乗用 1994年排ガス規制対応

　　　（燃費との関係）

ＩＰＣＣグッドプラクティス報告書では、燃費をもとに排出係数を算定する手法が提

案されている。そこで、今回入手した計測データでの排出量と燃費との関係をみると、

排出量と燃費とは負の相関関係にあるとみられる。　排出係数の設定にあたっては燃費

からみた検討も必要とされる。

ディーゼル/乗用車で得られたデータでの燃費との関係、および、平成 11年度におけ

る平均燃費 9.1km/リットルを用いて排出係数を推計すると 0.0051ｇ/kmとなる。
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図 2-2- 13　燃費と排出量との関係
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　　　（排出係数の妥当性検討）

排出係数の設定方法としては、1)走行速度区分別排出係数に基づく方法、2)一酸化二

窒素排出量のNOx排出量に対する割合より推計する方法、3)燃費をもとに推計する方法、

4) ９６年ＩＰＣＣガイドラインのデフォルト値を用いる方法がある。排出係数の設定

にあたっては、計測データの状況を踏まえ、これらの方法による推計結果を参考に設定

する排出係数の妥当性を検討する必要がある。

これらの方法により求めた排出係数（図2-2-14参照）をみると、排出係数に採用し

た９６年ＩＰＣＣガイドラインのデフォルト値は最も高い水準にある。

図 2-2- 14　排出係数の比較
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ディーゼル/乗用(単位：ｇN2O/km)

　　⑦今後の調査方針

　排出係数の課題を踏まえ、必要に応じて排出係数の設定方法の見直しを検討する。

（３）活動量

「自動車の走行に伴う排出（二号ナ（CH4)）」と同じであるため省略。
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２.２.９　ディーゼル/バス

（１）算定方法

　　①算定の対象

各算定基礎期間において軽油を燃料とする普通自動車又は小型自動車のうち、人の運

送の用に供するもので乗車定員 11人以上の車両（バス）の走行に伴う一酸化二窒素

（N2O）の量。

　　②算定方法

ディーゼルのバスの走行量に、排出係数を乗じて算定する。

　　③算定方法の課題

特になし。

（２）排出係数

　　①定義

ディーゼル/バス１台当たりの１km 走行に伴って排出されるｋｇで表した一酸化二

窒素（N2O）の量。

　　②設定方法

ディーゼル/バスからの一酸化二窒素の排出に関しては、国内で計測試験が行われて

いるが、量的に少ない状況である。そこで、排出係数は、９６年ＩＰＣＣガイドライン

のデフォルト値を適用する。

　　③排出係数

平成11年度のディーゼル/バスからの一酸化二窒素の排出係数は、0.025×10-3kg/km

とする。

　　④平成２～10 年度（1990～98年度）の排出係数

平成11年度と同じとする。



121

　　⑤出典

９６年ＩＰＣＣガイドライン

表 2-2- 20　９６年ＩＰＣＣガイドラインのデフォルト値

　　⑥排出係数の課題

　　　（データ）

　「2.2.1　ガソリン・ＬＰＧ/乗用車と同じため省略」

　　　（国内の実測）

　「2.1.2　ガソリン/バスと同じため省略」

　　　（毎年度の係数設定）

　「2.1.1　ガソリン・ＬＰＧ/乗用車と同じため省略」
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　　　（計測方法）

　「2.1.1　ガソリン・ＬＰＧ/乗用車と同じため省略」

　　　（走行試験モード）

　「2.2.1　ガソリン・ＬＰＧ/乗用車と同じため省略」

　　　（触媒の経年劣化）

　「2.2.1　ガソリン・ＬＰＧ/乗用車と同じため省略」

　　　（NOxの排出量との関係）

　「2.2.1　ガソリン・ＬＰＧ/乗用車と同じため省略」

　　　（燃費との関係）

ＩＰＣＣグッドプラクティス報告書では、燃費をもとに排出係数を算定する手法が提

案されている。排出係数の設定にあたっては燃費からみた検討も必要とされる。

　　　（排出係数の妥当性検討）

排出係数の設定方法としては、1)走行速度区分別排出係数に基づく方法、2)一酸化二

窒素排出量のNOx排出量に対する割合より推計する方法、3)燃費をもとに推計する方法、

4) ９６年ＩＰＣＣガイドラインのデフォルト値を用いる方法がある。排出係数の設定

にあたっては、計測データの状況を踏まえ、これらの方法による推計結果を参考に設定

する排出係数の妥当性を検討する必要がある。

　　⑦今後の調査方針

　排出係数の課題を踏まえ、必要に応じて排出係数の設定方法の見直しを検討する。

（３）活動量

「自動車の走行に伴う排出（二号ナ（CH4)）」と同じであるため省略。
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２.２.10　ディーゼル/普通貨物車

（１）算定方法

　　①算定の対象

各算定基礎期間において軽油を燃料とする普通自動車のうち、貨物の運送の用に供す

る車両（ディーゼル/普通貨物車）の走行に伴う一酸化二窒素（N2O）の量。

　　②算定方法

ディーゼルの普通貨物車の走行量に、排出係数を乗じて算定する。

　　③算定方法の課題

特になし。

（２）排出係数

　　①定義

ディーゼル/普通貨物車１台当たりの１km 走行に伴って排出されるｋｇで表した一

酸化二窒素（N2O）の量。

　　②設定方法

ディーゼル/普通貨物車からの一酸化二窒素の排出に関しては、国内で計測試験が行

われているが、量的に少ない状況である。そこで、排出係数は、９６年ＩＰＣＣガイド

ラインのデフォルト値を適用する。

　　③排出係数

平成11年度のディーゼル/バスからの一酸化二窒素の排出係数は、0.025×10-3kg/km

とする。

　　④平成２～10 年度（1990～98年度）の排出係数

平成11年度と同じとする。
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　　⑤出典

９６年ＩＰＣＣガイドライン

　　⑥排出係数の課題

　　　（データ）

　「2.2.1　ガソリン・ＬＰＧ/乗用車と同じため省略」

　　　（国内の実測）

　「2.1.2　ガソリン/バスと同じため省略」

　　　（毎年度の係数設定）

　「2.1.1　ガソリン・ＬＰＧ/乗用車と同じため省略」

　　　（計測方法）

　「2.1.1　ガソリン・ＬＰＧ/乗用車と同じため省略」

　　　（走行試験モード）

　「2.2.1　ガソリン・ＬＰＧ/乗用車と同じため省略」

　　　（触媒の経年劣化）

　「2.2.1　ガソリン・ＬＰＧ/乗用車と同じため省略」

　　　（NOxの排出量との関係）

　「2.2.1　ガソリン・ＬＰＧ/乗用車と同じため省略」

　　　（燃費との関係）

　「2.2.9　ディーゼル/バスと同じため省略」

　　　（排出係数の妥当性検討）

　「2.2.9　ディーゼル/バスと同じため省略」

　　⑦今後の調査方針

　排出係数の課題を踏まえ、必要に応じて排出係数の設定方法の見直しを検討する。

（３）活動量

　「自動車の走行に伴う排出（二号ナ（CH4)）」と同じであるため省略。
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２.２.11　ディーゼル/小型貨物車

（１）算定方法

　　①算定の対象

各算定基礎期間において軽油を燃料とする小型自動車のうち、貨物の運送の用に供す

る車両（ディーゼル/小型貨物車）の走行に伴う一酸化二窒素（N2O）の量。

　　②算定方法

ディーゼルの小型貨物車の走行量に、排出係数を乗じて算定する。

　　③算定方法の課題

特になし。

（２）排出係数

　　①定義

ディーゼル/小型貨物車１台当たりの１km 走行に伴って排出されるｋｇで表した一

酸化二窒素（N2O）の量。

　　②設定方法

ディーゼル/小型貨物車からの一酸化二窒素の排出に関しては、国内で計測試験が行

われているが、量的に少ない状況である。そこで、排出係数は、９６年ＩＰＣＣガイド

ラインのデフォルト値を適用する。

　　③排出係数

平成11年度のディーゼル/小型貨物車からの一酸化二窒素の排出係数は、0.025×

10-3kg/km とする。

　　④平成２～10 年度（1990～98年度）の排出係数

平成11年度と同じとする。
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　　⑤出典

９６年ＩＰＣＣガイドライン

　　⑥排出係数の課題

　　　（データ）

　「2.2.1　ガソリン・ＬＰＧ/乗用車と同じため省略」

　　　（国内の実測）

　「2.1.2　ガソリン/バスと同じため省略」

　　　（毎年度の係数設定）

　「2.1.1　ガソリン・ＬＰＧ/乗用車と同じため省略」

　　　（計測方法）

　「2.1.1　ガソリン・ＬＰＧ/乗用車と同じため省略」

　　　（走行試験モード）

　「2.2.1　ガソリン・ＬＰＧ/乗用車と同じため省略」

　　　（触媒の経年劣化）

　「2.2.1　ガソリン・ＬＰＧ/乗用車と同じため省略」

　　　（NOxの排出量との関係）

　「2.2.1　ガソリン・ＬＰＧ/乗用車と同じため省略」

　　　（燃費との関係）

　「2.2.9　ディーゼル/バスと同じため省略」

　　　（排出係数の妥当性検討）

　「2.2.9　ディーゼル/バスと同じため省略」



127

　　⑦今後の調査方針

　排出係数の課題を踏まえ、必要に応じて排出係数の設定方法の見直しを検討する。

自動車の経年劣化による影響について検討する必要がある。

（３）活動量

「自動車の走行に伴う排出（二号ナ（CH4)）」と同じであるため省略。
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２.２.12　ディーゼル/特種用途車

（１）算定方法

　　①算定の対象

各算定基礎期間において軽油を燃料とする普通自動車、小型自動車又は軽自動車のう

ち、散水自動車、広告宣伝用自動車、霊柩自動車その他特種の用途に供する車両（ディ

ーゼル/特種用途車）の走行に伴う一酸化二窒素（N2O）の量。

なお、「特種の用途に供する自動車」は、2.1.7 を参照。

　　②算定方法

ディーゼルの特種用途車の走行量に、排出係数を乗じて算定する。

　　③算定方法の課題

特になし。

（２）排出係数

　　①定義

ディーゼル/特種用途車１台当たりの１km 走行に伴って排出されるｋｇで表した一

酸化二窒素（N2O）の量。

　　②設定方法

ディーゼル/特種用途車からの一酸化二窒素の排出に関しては、国内で計測試験が行

われているが、量的に少ない状況である。そこで、排出係数は、９６年ＩＰＣＣガイド

ラインのデフォルト値を適用する。

　　③排出係数

平成11年度のディーゼル/特種用途車からの一酸化二窒素の排出係数は、0.025×

10-3kg/km とする。

　　④平成２～10 年度（1990～98年度）の排出係数

平成11年度と同じとする。
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　　⑤出典

９６年ＩＰＣＣガイドライン

　　⑥排出係数の課題

　　　（データ）

　「2.2.1　ガソリン・ＬＰＧ/乗用車と同じため省略」

　　　（国内の実測）

　「2.1.2　ガソリン/バスと同じため省略」

　　　（毎年度の係数設定）

　「2.1.1　ガソリン・ＬＰＧ/乗用車と同じため省略」

　　　（計測方法）

　「2.1.1　ガソリン・ＬＰＧ/乗用車と同じため省略」

　　　（走行試験モード）

　「2.2.1　ガソリン・ＬＰＧ/乗用車と同じため省略」

　　　（触媒の経年劣化）

　「2.2.1　ガソリン・ＬＰＧ/乗用車と同じため省略」

　　　（NOxの排出量との関係）

　「2.2.1　ガソリン・ＬＰＧ/乗用車と同じため省略」

　　　（燃費との関係）

　「2.2.9　ディーゼル/バスと同じため省略」

　　　（排出係数の妥当性検討）

　「2.2.9　ディーゼル/バスと同じため省略」

　　⑦今後の調査方針

　排出係数の課題を踏まえ、必要に応じて排出係数の設定方法の見直しを検討する。

（３）活動量

　「自動車の走行に伴う排出（二号ナ（CH4)）」と同じであるため省略。
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３　鉄道車両・ディーゼル機関

３.１　鉄道車両の運行に伴う排出（二号ラ（CH4））

（１）算定方法

　　①算定の対象

各算定基礎期間においてディーゼル機関車の走行に伴って排出されるメタン（CH4）

の量。

　　②算定方法

ディーゼル機関車の走行量に、排出係数を乗じて算定する。

　　③算定方法の課題

特になし。

（２）排出係数

　　①定義

ディーゼル機関車における燃料１キロリットルの消費に伴って排出されるｋｇで表

したメタン（CH4）の量。

　　②設定方法

ディーゼル機関車からのメタン（CH4）の排出については、国内では実測されていな

いため、９６年ＩＰＣＣガイドラインのデフォルト値を採用する。

　　③排出係数

平成11年度のメタンの排出係数は、0.15ｋｇ/キロリットル（軽油）

※９６年ＩＰＣＣガイドラインのデフォルト値　0.004ｇ/ＭＪ

　上記を下式により換算する（参考）

　0.004ｇ/ＭＪ×0.0041868ＭＪ/kcal×低位発熱量(9,200kcal/ﾘｯﾄﾙ×0.95)

　　④平成２～10 年度（1990～98年度）の排出係数

平成２～10 年度（1990～98年度）の排出係数は、平成11年度の数値と同じとする。
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　　⑤出典

９６年ＩＰＣＣガイドライン

表 3-1　９６年ＩＰＣＣガイドライン

　　⑥排出係数の課題

特になし。

　　⑦今後の調査方針

国内での実測は行われておらず、計測手法も含めて実測の必要があるかどうかについ

て検討する。
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（３）活動量

　　①定義

各算定基礎期間におけるディーゼル機関車の軽油の消費量

　　②活動量の把握方法

　　　１）国及び地方公共団体の「実行計画」における活動量の把握方法

国及び地方公共団体において、軽油を燃料としたディーゼル機関車を有している場合

は、燃料消費量を把握する必要がある。

　　　２）わが国における温室効果ガスの総排出量の算出における活動量の把握方法

　　　　ア.出典

資料名 平成10年　鉄道統計年報

発行日 平成12年５月 31日

記載されている

最新のデータ
平成10年度のデータ

対象データ
「５.資材　（17）運転用電力、燃料及び油脂消費

額表」（471～473 ページ）

　　　　イ.設定方法

そのまま利用。

　　③活動量の課題

特になし。
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３.２　鉄道車両の運行に伴う排出（三号ク（N2O））

（１）算定方法

　　①算定の対象

各算定基礎期間におけるディーゼル機関車の走行に伴う一酸化二窒素（N2O）の量。

　　②算定方法

ディーゼル機関車の走行量に、排出係数を乗じて算定する。

　　③算定方法の課題

特になし。

（２）排出係数

　　①定義

ディーゼル機関車における燃料１キロリットルの消費に伴って排出されるｋｇで表

した一酸化二窒素（N2O）の量。

　　②設定方法

ディーゼル機関車からのメタンの排出については、国内では実測されていないため、

９６年ＩＰＣＣガイドラインのデフォルト値を採用する。

　　③排出係数

平成11年度の N2O の排出係数は、1.1ｋｇ/キロリットル（軽油）

※９６年ＩＰＣＣガイドラインのデフォルト値　0.03ｇ/ＭＪ

　上記を下式により換算する（参考）

　0.03ｇ/ＭＪ×0.0041868ＭＪ/kcal×低位発熱量(9,200kcal/ﾘｯﾄﾙ×0.95)

　　④平成２～10 年度（1990～98年度）の排出係数

平成２～10 年度（1990～98年度）の排出係数は、平成11年度の数値と同じとする。
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　　⑤出典

９６年ＩＰＣＣガイドライン

表 3-2　９６年ＩＰＣＣガイドライン

　　⑥排出係数の課題

特になし。

　　⑦今後の調査方針

国内での実測は行われておらず、計測手法も含めて実測の必要があるかどうかについ

て検討する必要がある。

（３）活動量

「鉄道車両の運行に伴う排出（ニ号ラ（CH4））」と同じであるため省略。
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４　船舶

４.１　船舶の航行に伴う排出（二号ム（CH4））

(1)軽油

（１）算定方法

　　①算定の対象

各算定基礎期間において内航船舶の航行に伴って排出されるメタン（CH4）の量。

　　②算定方法

内航船舶での軽油の消費量に、排出係数を乗じて算定する。

　　③算定方法の課題

特になし。

（２）排出係数

　　①定義

内航船舶における軽油１キロリットルの消費に伴って排出されるｋｇで表したメタ

ン（CH4）の量。

　　②設定方法

国内で排出ガスの計測データが蓄積されつつあるが、まだデータ数が少ないため、排

出係数は、９６年ＩＰＣＣガイドラインのデフォルト値を採用する。

ＩＰＣＣデフォルト値は、55隻での陸上試験および８隻の高負荷航行モードでの測

定試験をもとに排出係数を設定している。

　　③排出係数

平成11年度のメタンの排出係数は、0.26ｋｇ/キロリットル（軽油）

※９６年ＩＰＣＣガイドラインのデフォルト値　0.007ｇ/ＭＪ

　上記を下式により換算する（参考）

　0.007ｇ/ＭＪ×0.0041868ＭＪ/kcal×低位発熱量(9,200kcal/ﾘｯﾄﾙ×0.95)
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　　④平成２～10 年度（1990～98年度）の排出係数

平成２～10 年度（1990～98年度）の排出係数は、平成11年度の数値と同じとする。

　　⑤出典

９６年ＩＰＣＣガイドライン

表 4-1　９６年ＩＰＣＣガイドライン

　　⑥排出係数の課題

特になし。

　　⑦今後の調査方針

国内での実測調査は少なく、計測方法も含めて実測する必要があるかどうかについて

検討する。

船舶からのメタンの排出係数の設定にあたっては、大気中に既に存在するメタンの濃

度を考慮する必要がある。

（３）活動量

　　①定義

各算定基礎期間における内航船舶（旅客および貨物）の軽油消費量

　　②活動量の把握方法

　　　１）国及び地方公共団体の「実行計画」における活動量の把握方法

国及び地方公共団体において、軽油を燃料とした船舶を有している場合は、燃料消費

量を把握する必要がある。
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　　　２）わが国における温室効果ガスの総排出量の算出における活動量の把握方法

　　　　ア.出典

資料名 平成11年版　運輸関係エネルギー要覧

発行日 平成12年３月 15日

記載されている

最新のデータ
平成９年度のデータ

対象データ

「3.運輸部門のエネルギー情勢　(1)エネルギー需

給　3-(1)-1 輸送機関別国内エネルギー消費量の

推移」

　　　　イ.設定方法

そのまま利用。

　　③活動量の課題

わが国全体における排出量を算定する際には、下記の燃料消費量が把握されていない。

－貨物のうち総トン数20ｔ未満の船舶による輸送

－同一港内における輸送

－輸送の両端又はいずれか一方が港湾でない区間の輸送

－船舶食料、燃料等の船舶用品の船舶への輸送

－河川または湖のみにおける輸送

(2)Ａ重油

排出係数を除き(1)軽油の場合とほぼ同様。

（２）排出係数

　　③排出係数

排出係数を除き(1)軽油の場合とほぼ同じ。

平成11年度のメタンの排出係数は、0.26ｋｇ/キロリットル（Ａ重油）

※９６年ＩＰＣＣガイドラインのデフォルト値　0.007ｇ/ＭＪ

　上記を下式により換算する（参考）

　0.007ｇ/ＭＪ×0.0041868ＭＪ/kcal×低位発熱量(9,300kcal/ﾘｯﾄﾙ×0.95)
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(3)Ｂ重油

排出係数を除き(1)軽油の場合とほぼ同様。

（２）排出係数

　　③排出係数

排出係数を除き(1)軽油の場合とほぼ同じ。

平成11年度のメタンの排出係数は、0.27ｋｇ/キロリットル（Ａ重油）

※９６年ＩＰＣＣガイドラインのデフォルト値　0.007ｇ/ＭＪ

　上記を下式により換算する（参考）

　0.007ｇ/ＭＪ×0.0041868ＭＪ/kcal×低位発熱量(9,600kcal/ﾘｯﾄﾙ×0.95)

(4)Ｃ重油

排出係数を除き(1)軽油の場合とほぼ同様。

（２）排出係数

　　③排出係数

排出係数を除き(1)軽油の場合とほぼ同じ。

平成11年度のメタンの排出係数は、0.27ｋｇ/キロリットル（Ａ重油）

※９６年ＩＰＣＣガイドラインのデフォルト値　0.007ｇ/ＭＪ

　上記を下式により換算する（参考）

　0.007ｇ/ＭＪ×0.0041868ＭＪ/kcal×低位発熱量(9,800kcal/ﾘｯﾄﾙ×0.95)
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４.２　船舶の航行に伴う排出（三号ヤ（N2O））

(1)軽油

（１）算定方法

　　①算定の対象

各算定基礎期間において内航船舶の航行に伴い排出される一酸化二窒素（N2O）の量。

　　②算定方法

内航船舶における軽油消費量に、排出係数を乗じて算定する。

　　③算定方法の課題

特になし。

（２）排出係数

　　①定義

各算定基礎期間における内航船舶における燃料１キロリットルの消費に伴って排出

されるｋｇで表した一酸化二窒素（N2O）の量。

　　②設定方法

国内で排出ガスの計測データが蓄積されつつある。しかしながらまだデータ数が少な

いため、排出係数は、９６年ＩＰＣＣガイドラインのデフォルト値を採用する。

　　③排出係数

平成11年度の N２O の排出係数は、0.073ｋｇ/キロリットル（軽油）

※９６年ＩＰＣＣガイドラインのデフォルト値　0.002ｇ/ＭＪ

　上記を下式により換算する（参考）

　0.002ｇ/ＭＪ×0.0041868ＭＪ/kcal×低位発熱量(9,200kcal/ﾘｯﾄﾙ×0.95)

　　④平成２～10 年度（1990～98年度）の排出係数

平成２～10 年度（1990～98年度）の排出係数は、平成11年度の数値と同じとする。



140

　　⑤出典

９６年ＩＰＣＣガイドライン

表 4-2　９６年ＩＰＣＣガイドライン

　　⑥排出係数の課題

実測例が少ない。

　　⑦今後の調査方針

国内での実測調査は少なく、計測方法も含めて実測する必要があるかどうかについて

検討する。

（３）船舶の活動量

「船舶の航行に伴う排出（二号ム（CH4）」と同じであるため省略。

(2)Ａ重油

排出係数を除き(1)軽油の場合とほぼ同様

（２）排出係数

　　③排出係数

平成11年度の N２O の排出係数は、0.074ｋｇ/キロリットル（Ａ重油）

※９６年ＩＰＣＣガイドラインのデフォルト値　0.002ｇ/ＭＪ

　上記を下式により換算する（参考）

　0.002ｇ/ＭＪ×0.0041868ＭＪ/kcal×低位発熱量(9,300kcal/ﾘｯﾄﾙ×0.95)
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(3)Ｂ重油

排出係数を除き(1)軽油の場合とほぼ同様

（２）排出係数

　　③排出係数

平成11年度の N２O の排出係数は、0.076ｋｇ/キロリットル（Ｂ重油）

※９６年ＩＰＣＣガイドラインのデフォルト値　0.002ｇ/ＭＪ

　上記を下式により換算する（参考）

　0.002ｇ/ＭＪ×0.0041868ＭＪ/kcal×低位発熱量(9,600kcal/ﾘｯﾄﾙ×0.95)

(4)Ｃ重油

排出係数を除き(1)軽油の場合とほぼ同様

（２）排出係数

　　③排出係数

平成11年度の N２O の排出係数は、0.078ｋｇ/キロリットル（Ｃ重油）

※９６年ＩＰＣＣガイドラインのデフォルト値　0.002ｇ/ＭＪ

　上記を下式により換算する（参考）

　0.002ｇ/ＭＪ×0.0041868ＭＪ/kcal×低位発熱量(9,800kcal/ﾘｯﾄﾙ×0.95)
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参考　熱量単位の排出係数を容積あたりの排出係数への換算方法

わが国のエネルギー統計等では、通常、高位発熱量（HHV）を採用している。一方、

ＩＰＣＣガイドラインでは、低位発熱量（LHV）を採用している。

このため、ＩＰＣＣデフォルト値を採用する場合の排出量算出にあたっては、わが国

の活動量を低位発熱量に換算しＩＰＣＣデフォルト値（排出係数）を乗じて算出するか、

ＩＰＣＣデフォルト値（排出係数）を高位発熱量に換算しわが国の活動量に乗じて算出

するか、これらのいずれかを選択する必要がある。ここでは、後者を採用しＩＰＣＣデ

フォルト値（排出係数）を高位発熱量に換算した。

低位発熱量、高位発熱量の換算係数は、ＩＰＣＣガイドラインでも引用されＯＥＣＤ

/ＩＥＡで用いている便宜的な換算係数（石炭、石油については LHV = HHV×0.95、天

然ガスについては LHV =HHV×0.90）を用いている。


